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第５章 総合評価 

本事業の実施による環境への影響について、現況調査、予測、環境保全措置及び評

価の結果を表1.5-1(1)～(24)に整理し、総合的な影響を評価するとともに、項目間の

相互関係、間接的影響、環境保全措置の実施等による項目間の整合性についての確認

を行った。 

本事業は、再生可能エネルギーのひとつであり、枯渇することのない太陽光エネル

ギーを使い、二酸化炭素を発生しない環境にも優しいクリーンなエネルギーを作り出

す環境事業となり、また、地域とのコミュニケーションを十分に図り、事業者のみな

らず、地域全体で発電所の運営に関わる体制を作ることで、将来にわたり安全で永続

的な地域の電源となる社会事業ともなるよう、国や長野県、佐久市が推進する次世代

エネルギー対策に基づき、国内及び地域における温室効果ガスの排出削減やエネル

ギー自給率の向上等に寄与することを目的とし、自然環境に十分配慮しながら、低炭

素な国産エネルギーを生産する太陽光発電所を整備するものである。 

本事業の計画地は約54ha（既設の太陽光発電所（２ヶ所：約3.6ha）を含む）の区

域で、佐久市北東部の山間地域に位置し、上信越自動車道の佐久ＩＣから東南東に約

６km、佐久市役所から東北東に約７kmに位置しており、現況の土地利用は主に山林・

原野となっている。 

予測は、本事業の実施に伴い環境に影響を及ぼすおそれのある項目として、大気質、

騒音、振動、低周波音、水質、水象、土壌汚染、地形・地質、植物、動物、生態系、

景観、 触れ合い活動の場、文化財、廃棄物等、温室効果ガス等、その他の環境要素

（電波障害、光害）の18項目について行った。その結果、環境影響の回避・低減又は

代償のために実施する各種の環境保全措置により、環境への影響が回避・低減又は代

償され、環境保全のための目標を満足するとともに、事業者による実施可能な範囲で

の影響緩和が図られているものと考える。 

また、一方の環境保全措置の実施が他の環境項目の影響を増加させることはなく、

予測項目間の相互関係、間接的影響、環境保全措置の実施等による項目間の整合性が

図られていると考える。 

以上のことから、本事業の実施による総合的な環境への影響の程度は、できる限り

の緩和が図られているものと評価する。 

 



 

 

-
 
1
.5

-
2 
- 

表1.5-1(1) 総合評価 

項目 現況調査結果 予測結果 環境保全措置 評価結果 

１ 

 

大 

気 

質 

(1)四季の一般環境大気質・沿道環境大気質 

調査地点（２地点）での、大気質の調査結果（四季平均値）

を以下に示す。二酸化窒素及び浮遊粒子状物質は、環境基準

値を満足していた。 

調査項目 一般環境 沿道環境 

降下ばいじん量の四季平均値 

（t/km2/30 日） 
1.70 1.56 

二酸化窒素の四季平均値 

（ppm） 
0.003 0.003 

浮遊粒子状物質の四季平均値 

（mg/m3） 
0.011 0.010 

注）降下ばいじん量は四季各１ヶ月間、二酸化窒素及び浮遊

粒子状物質は四季各７日間調査した。 

 

(2)通年（１年間）の気象 

調査地点（一般環境大気質と同じ１地点）での、通年の気

象の調査結果を以下に示す。 

調査項目 一般環境 沿道環境 

年平均風速（m/s） 1.8 － 

年間の最多風向 E（東） － 

年平均気温（℃） 8.2 － 

年平均湿度（％） 76 － 

年間降水量（mm） 884.0 － 

月別日射量（積算値）の年間

平均値（kW/m2） 
370.06 － 

月別放射収支量（積算値）の

年間平均値（kW/m2） 
131.72 － 

注）１年間調査した。 

 

(3)四季の風向・風速 

調査地点（沿道環境大気質と同じ１地点）での、四季の風

向・風速の調査結果を以下に示す。 

調査項目 一般環境 沿道環境 

四季の平均風速（m/s） － 1.2 

四季の最多風向 － E（東） 

四季の平均気温（℃） － 8.3 

四季の平均湿度（％） － 74 

注）四季各７日間調査した。 

 

 

【工事中】 

(1)工事用車両の走行に伴い発生する二酸化窒素及び浮遊粒子状物質 

①年平均値 

予測項目 予測地点 年平均値 

二酸化窒素（ppm） 沿道環境調査地点 0.0035 

浮遊粒子状物質（mg/m3） 沿道環境調査地点 0.00975 
 
②日平均値の年間98％値または年間２％除外値 

予測項目 
日平均値の年間 98％値
または年間２％除外値 

環境保全目標 
（環境基準） 

二酸化窒素 
（ppm） 

0.013 
日平均値 0.04ppm
～ 0.06ppmのゾー

ン内又はそれ以下 

浮遊粒子状物質 

（mg/m3） 
0.028 

日平均値 

0.10mg/㎥以下 
 
(2)工事用車両の走行に伴い発生する粉じん 

予測項目 予測地点 寄与分 環境保全目標 

降下ばいじん量 
（t/km2/月） 

沿道環境 
調査地点 

0.10 
～0.21 

10t/km2/月 

 
(3)建設機械の稼働に伴い発生する二酸化窒素及び浮遊粒子状物質 

①年平均値 

予測項目 予測地点 年平均値 

二酸化窒素 
（ppm） 

最大着地濃度出現地点 0.00935 

一般環境調査地点 0.00411 

浮遊粒子状物質 
（mg/m3） 

最大着地濃度出現地点 0.01132 

一般環境調査地点 0.01082 
 
②日平均値の年間98％値または年間２％除外値 

予測項目 予測地点 

日平均値の
年間 98％値

または年間
２％除外値 

環境保全目標 

（環境基準） 

二酸化 
窒素 
（ppm） 

最大着地濃度 
出現地点 

0.020 
日平均値 0.04ppm
～ 0.06ppmのゾー
ン内又はそれ以下 一般環境調査地点 0.014 

浮遊粒子
状物質 

（mg/m3） 

最大着地濃度 
出現地点 

0.031 日平均値 
0.10mg/㎥以下 

一般環境調査地点 0.030 
 
(4)建設機械の稼働に伴い発生する粉じん 

予測項目 予測地点 寄与分 環境保全目標 

降下ばいじん量 

（t/km2/月） 

一般環境 

調査地点 

0.05

～0.18 
10t/km2/月 

 
 

【工事中】 

(1)工事用車両の走行

に伴い発生する二酸

化窒素及び浮遊粒子

状物質 

(2)工事用車両の走行

に伴い発生する粉じ

ん 

・走行時期・時間の

分散 

・交通規制等の遵守 

・ ア イ ド リ ン グ ス

トップ、エコドラ

イブの励行 

・工事用車両のタイ

ヤ洗浄 

・工事用車両出入口

の路面洗浄等 

 

(3)建設機械の稼働

に伴い発生する二

酸化窒素及び浮遊

粒子状物質 

・排出ガス対策型建

設機械の使用 

・ ア イ ド リ ン グ ス

トップの励行 

・工事内容の周知と

意見・要望への適

切な対応 

 

(4)建設機械の稼働

に伴い発生する粉

じん 

・工事区域への散水 

・工事内容の周知と

意見・要望への適

切な対応 

【工事中】 

(1)環境に対する影響緩

和の観点 

工事の実施にあたっ

ては、事業者としてで

きる限り環境への影響

を緩和するため、左記

の環境保全措置を講じ

る計画であることか

ら、環境保全への配慮

が適正になされている

と評価する。 

 

(2)環境保全のための目

標等との整合の観点 

すべての予測項目に

おいて、環境保全目標

を満足することから、

環境保全目標との整合

は図られていると評価

する。 

 

[環境保全目標] 

・大気汚染に係る環境基

準 

・「道路環境影響評価の

技術手法（平成24年度

版）」に示される降下

ばいじんに係る参考

値 
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表1.5-1(2) 総合評価 

項目 現況調査結果 予測結果 環境保全措置 評価結果 

１ 

 

大 

気 

質 

(4) 太陽光パネル周辺の気温 

調査地点（既存の太陽光パネルの設置場所及びその周辺６

地点）での、夏季を含む１ヶ月程度の気温等の調査結果を以

下に示す。 

最高気温は、太陽光パネル設置場所の中央付近で32.4℃、

その周囲で 32.6℃～ 33.9℃、樹林内で 30.4℃、草地内

で32.4℃、集落内で33.7℃であった。 

【存在・供用時】 

(5)太陽光パネルの存在に伴う気温 

今回実施した調査では、パネルの風下においてわずかながら気

温が上昇（約0.7℃上昇）することが確認されたものの、樹林内で

の気温の緩和効果を示唆する結果（約0.6℃減少）も確認された。 

本事業では計画地約54haのうち約25haの範囲にパネルを設置す

る計画であるが、計画地周囲や計画地中央付近の東西方向に、主

に残置森林による概ね30ｍ幅以上の樹林帯を確保するとともに、

主要な沢筋と一体的に概ね30ｍ幅以上の樹林帯を存置する計画で

あるため、パネル上を通過する大気の気温は、樹林帯により緩和

されると予測する。 

 

【存在・供用時】 

(1)太陽光パネルの

存在に伴う気温 

・残置森林の確保と

適切な維持管理 

 

【存在・供用時】 

(1)環境に対する影響緩

和の観点 

事業の実施にあたっ

ては、事業者としてで

きる限り環境への影響

を緩和するため、左記

の環境保全措置を講じ

る計画である。ただし、

類似事例に対し本事業

の太陽光パネルの設置

面積は10倍以上広くな

るため、類似事例にお

ける気温変化と異なる

可能性も考えられ、こ

の点では予測の不確実

性を伴うと考えられる

ため、事後調査により

予測結果や環境保全措

置の効果を検証する方

針である。以上のこと

から、環境保全への配

慮が適正になされてい

ると評価する。 
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表1.5-1(3) 総合評価 

項目 現況調査結果 予測結果 環境保全措置 評価結果 

２ 

 

騒 

音 

(1)環境騒音 

調査地点（１地点）での調査結果を以下に示す。環境騒音

は、昼間は環境基準を満足していたが、夜間は環境基準を満

足していなかった。 

調査項目 

等価騒音レベル（dB） 

昼間 

6～22 時 

夜間 

22～6 時 

環境騒音 49 48 

環境基準（指定はないが A 地

域の一般地域の基準を適用） 
55 以下 45 以下 

 

(2)道路交通騒音 

調査地点（１地点）での調査結果を以下に示す。道路交通

騒音は、昼間・夜間ともに環境基準を満足していた。 

調査項目 

等価騒音レベル（dB） 

昼間 

6～22 時 

夜間 

22～6 時 

道路交通騒音 53 48 

環境基準（指定はないが、県

道に面しているため、幹線交

通を担う道路に近接する空間

の基準を適用） 

70 以下 65 以下 

 

(3)交通量 

調査地点（道路交通騒音と同じ１地点）での調査結果を以

下に示す。 

調査項目 

台数（台） 

昼間 

6～22 時 

夜間 

22～6 時 
合計 

交通量 

大型車 22 0 22 

小型車 142 3 145 

合 計 164 3 167 

 

 

【工事中】 

(1)工事用車両の走行に伴う道路交通騒音 

予測項目 予測地点 

等価騒音レベル（dB） 

予測結果 
環境保全目標 
（環境基準） 

道路交通 

騒音 

道路交通騒音 

調査地点 
昼間 57dB 昼間 70dB 以下 

注）昼間：６時～22 時。工事用車両の走行時間帯：７時～18 時 
 
(2)建設機械の稼働に伴う建設作業騒音 

予測 
項目 

予測 
地点 

騒音レベル LA5（dB） 

参考 予測 
結果 

環境保全 

目標 
(規制基準) 

建設作業 

騒音 

最大値 
出現地点 

(敷地境界) 
72 85以下 － 

環境騒音 
調査地点 

60 － 
現況騒音 

レベル（LAeq） 

43～52dB 
 
  

【工事中】 

(1)工事用車両の走行
に伴う道路交通騒音 

・走行時期・時間の

分散 
・交通規制等の遵守 
・ ア イ ド リ ン グ ス

トップ、エコドラ
イブの励行 

 
(2)建設機械の稼働
に伴う建設作業騒

音 
・低騒音型建設機械

の使用 

・建設機械の適切な
配置 

・ ア イ ド リ ン グ ス

トップの励行 
・工事内容の周知と

意見・要望への適

切な対応 
・防音シートの設置

の検討 

【工事中】 

(1)環境に対する影響緩
和の観点 

工事の実施にあたっ

ては、事業者としてで
きる限り環境への影響
を緩和するため、左記

の環境保全措置を講じ
る計画であることか
ら、環境保全への配慮

が適正になされている
と評価する。 

 
(2)環境保全のための目

標等との整合の観点 
すべての予測項目に

おいて、環境保全目標

を満足することから、
環境保全目標との整合
は図られていると評価

する。 
 
[環境保全目標] 
・騒音に係る環境基準 

・特定建設作業騒音に係
る規制基準 

【存在・供用時】 

(3)パワーコンディショナ等の稼働に伴う騒音 

予測 

項目 
予測地点 

騒音レベル LA5 

(dB) 
環境保全目標 

（現況騒音レベル
（LAeq）の最低値以下） 予測結果 

設備 

騒音 

最大値 
出現地点 

(敷地境界) 

55 － 

環境騒音 

調査地点 
43 43以下 

 

 

【存在・供用時】 

(1)パワーコンディ
ショナ等の稼働に
伴う騒音 

・設備機器の適切な
配置 

・設備機器の適切な

維持管理 
 

【存在・供用時】 

(1)環境に対する影響緩
和の観点 

事業の実施にあたっ

ては、事業者としてで
きる限り環境への影響
を緩和するため、左記

の環境保全措置を講じ
る計画であることか
ら、環境保全への配慮

が適正になされている
と評価する。 

 
(2)環境保全のための目

標等との整合の観点 
予測項目において、

環境保全目標を満足す

ることから、環境保全
目標との整合は図られ
ていると評価する。 

 
[環境保全目標] 
・現地調査による現況値 
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表1.5-1(4) 総合評価 

項目 現況調査結果 予測結果 環境保全措置 評価結果 

３ 

 

振 

動 

(1)総合振動 

調査地点（１地点）での調査結果を以下に示す。総合振動

は、参考として「人が振動を感じ始めるとされる値（振動感

覚閾値）」である55dBと比較すると、昼間・夜間ともに振動

感覚閾値を下回っていた。 

調査項目 

振動レベル L10（dB） 

昼間 

7～19 時 

夜間 

19～7 時 

総合騒音 25 25 

振動感覚閾値 55 

 

(2)道路交通振動 

調査地点（１地点）での調査結果を以下に示す。道路交通

振動は、昼間・夜間ともに要請限度を満足していた。 

調査項目 

振動レベル L10（dB） 

昼間 

7～19 時 

夜間 

19～7 時 

道路交通振動 25 25 

要請限度（指定はないが、道

路交通振動の要請限度の第１

種区域の要請限度を適用） 

65 以下 60 以下 

 

(3)地盤卓説振動数 

調査地点（道路交通振動と同じ１地点）での調査結果を以

下に示す。 

調査項目 調査結果（Hz） 

地盤卓越振動数 21.2 

 

(4)交通量 

調査地点（道路交通振動と同じ１地点）での調査結果を以

下に示す。 

調査項目 

台数（台） 

昼間 

7～19 時 

夜間 

19～7 時 
合計 

交通量 

大型車 21  1 22 

小型車 134 11 145 

合 計 155 12 167 

 

 

【工事中】 

(1)工事用車両の走行に伴う道路交通振動 

予測 

項目 

予測 

地点 

ピーク 

時間帯 

振動レベル L10（dB） 

予測結果 
環境保全目標 
（要請限度） 

道路交

通振動 

道路交通振

動調査地点 
９時台 34 昼間 65 以下 

注）昼間：７時～19 時。工事用車両の走行時間帯：７時～18 時 
 
(2)建設機械の稼働に伴う建設作業振動 

予測 
項目 

予測 
地点 

振動レベル L10（dB） 

予測 
結果 

環境保全 

目標 
(規制基準) 

参考 

建設作業 

振動 

最大値 
出現地点 

(敷地境界) 
65 75以下 － 

総合振動 
調査地点 

25 － 
現況振動 

レベル（L10） 

25 
 
  

【工事中】 

(1)工事用車両の走行
に伴う道路交通振動 

・走行時期・時間の

分散 
・交通規制等の遵守 
・ ア イ ド リ ン グ ス

トップ、エコドラ
イブの励行 

 
(2)建設機械の稼働
に伴う建設作業振

動 
・建設機械の適切な

配置 

・ ア イ ド リ ン グ ス
トップの励行 

・建設機械の適切な

作業の実施 
・工事内容の周知と

意見・要望への適

切な対応 
 

【工事中】 

(1)環境に対する影響緩
和の観点 

工事の実施にあたっ

ては、事業者としてで
きる限り環境への影響
を緩和するため、左記

の環境保全措置を講じ
る計画であることか
ら、環境保全への配慮

が適正になされている
と評価する。 

 
(2)環境保全のための目

標等との整合の観点 
すべての予測項目に

おいて、環境保全目標

を満足することから、
環境保全目標との整合
は図られていると評価

する。 
 
[環境保全目標] 
・道路交通振動の要請限度 

・特定建設作業振動に係
る規制基準 

【存在・供用時】 

(3)パワーコンディショナ等の稼働に伴う振動 

予測 

項目 
予測地点 

振動レベル L10（dB） 

予測結果 
環境保全目標 

（現況振動レベル） 

設備 
振動 

最大値出現地点 
(敷地境界) 

27 － 

総合振動 
調査地点 

15 未満 25 

 

 

【存在・供用時】 

(1)パワーコンディ
ショナ等の稼働に
伴う振動 

・設備機器の基礎上
への設置 

・設備機器の適切な

配置 
・設備機器の適切な

維持管理 

 

【存在・供用時】 

(1)環境に対する影響緩
和の観点 

事業の実施にあたっ

ては、事業者としてで
きる限り環境への影響
を緩和するため、左記

の環境保全措置を講じ
る計画であることか
ら、環境保全への配慮

が適正になされている
と評価する。 

 
(2)環境保全のための目

標等との整合の観点 
予測項目において、

環境保全目標を満足す

ることから、環境保全
目標との整合は図られ
ていると評価する。 

 
[環境保全目標] 
・現地調査による現況値 
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表1.5-1(5) 総合評価 

項目 現況調査結果 予測結果 環境保全措置 評価結果 

４ 

 

低 

周 

波 

音 

(1)低周波音 

調査地点（１地点）での調査結果を以下に示す。Ｇ特性音

圧レベルは、「平均的な被験者が知覚できる超低周波音（Ｇ

特性加重音圧レベルで概ね100dB）」を下回っていた。 

調査項目 Ｇ特性音圧（dB） 

低周波音 68.7 

平均的な被験者が知覚できる

超低周波音（Ｇ特性加重音圧

レベル 

100 

 

この他、調査地点での1/3オクターブバンドレベル音圧レ

ベル（平坦特性）は、「圧迫感・振動感の下限」及び「建具

のがたつきが始まる値」を下回っていた。なお、Moorhouse

らによって提案されている低周波問題の有無を判定するた

めの基準曲線の音圧レベルと比較すると、50～80Hzで基準曲

線の音圧レベルの値を超えている状況であった。 

 

【存在・供用時】 

(1)パワーコンディショナ等の稼働に伴う低周波音 

予測 

項目 
予測地点 

低周波音の音圧レベル（dB） 

予測結果 環境保全目標 

設備 

低周波音 

低周波音 

調査地点 

31.5Hz：15.6dB 

40Hz ：32.5dB 
50Hz ：32.5dB 
63Hz ：31.5dB 

80Hz ：32.5dB 

圧迫感、振動感を感
じる音圧レベル以下
（下記の音圧レベル

以下）とすること 
31.5Hz：83dB 
40Hz ：78dB 

50Hz ：78dB 
63Hz ：80dB 
80Hz ：84dB 

建具のがたつき始め
る 音 圧 レ ベ ル 以 下
（下記の音圧レベル

以下）とすること 
31.5Hz：87dB 
40Hz ：93dB 

50Hz ：99dB 

Moorhouse ら に よ っ

て提案されている低
周波問題の有無を判
定するための基準曲

線の音圧レベル以下
（下記の音圧レベル
以下）とすること 

31.5Hz：56dB 
40Hz ：49dB 
50Hz ：43dB 

63Hz ：42dB 
80Hz ：40dB 

現況を極力悪化させ

ないこと（下記の音
圧レベル以下とする
こと） 

31.5Hz：49.5dB 
40Hz  ：47.0dB 
50Hz  ：44.7dB 

63Hz  ：46.1dB 
80Hz  ：44.7dB 

 
 

【存在・供用時】 

(1)パワーコンディ
ショナ等の稼働に
伴う低周波音 

・設備機器の適切な
配置 

・設備機器の適切な

維持管理 
 

【存在・供用時】 

(1)環境に対する影響緩
和の観点 

事業の実施にあたっ

ては、事業者としてで
きる限り環境への影響
を緩和するため、左記

の環境保全措置を講じ
る計画であることか
ら、環境保全への配慮

が適正になされている
と評価する。 

 
(2)環境保全のための目

標等との整合の観点 
予測項目において、

環境保全目標を満足す

ることから、環境保全
目標との整合は図られ
ていると評価する。 

 
[環境保全目標] 
・圧迫感、振動感を感じ

る指標値 

・建具のがたつき始める
音圧レベルの指標値 

・Moorhouseらによって

提案されている低周
波問題の有無を判定
するための基準曲線

の音圧レベルの指標
値 

・現地調査による現況値 
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表1.5-1(6) 総合評価 

項目 現況調査結果 予測結果 環境保全措置 評価結果 

５ 

 

水 

質 

(1)水質 

調査は10地点で行った。ここでは、計画地下流側の香坂川
の調査地点（№6）での調査結果を以下に示す。 
①平常時 

調査項目 単位 調査結果 
環境基準 
（A 類型） 

浮遊物質量(SS) mg/L 1 未満～3 25 以下 

水素ｲｵﾝ濃度(pH) － 7.4～7.6 6.5～8.5 

河川流量 m3/s 0.0846～0.392 － 

 

調査項目 単位 調査結果 
環境基準 
（A 類型） 

全亜鉛 mg/L 0.003～0.009 0.03 以下 

河川流量 m3/s 0.0959～0.547 － 

 

②降水時 
ア．日常的な降水時 

調査項目 単位 調査結果 
環境基準 

（A 類型） 

浮遊物質量(SS) mg/L 
①最大 93 
②最大150 

25 以下 

水素ｲｵﾝ濃度(pH) － ②7.4～7.6 6.5～8.5 

河川流量 m3/s 
①最大0.883 
②最大4.01 

－ 

降水量 mm/24h 
①23.5 
②52.0 

－ 

 

イ．豪雨時 

調査項目 単位 調査結果 
環境基準 
（A 類型） 

浮遊物質量(SS) 
mg/L ①最大  290 

②最大6,200 
25 以下 

水素ｲｵﾝ濃度(pH) － ②6.0～6.6 6.5～8.5 

河川流量 
m3/s ①最大 8.72 

②最大47.51 
－ 

降水量 mm/24h 
①115.0 
②234.0 

－ 

 

 

【工事中】 

(1)土砂による水の濁り 

予測項目 予測結果 環境保全目標 

土砂による 

水の濁り 

最大 104mg/L 
(日降水量 50mm に

対する仮設沈砂池
排水口における SS) 

現状を悪化させないこと 
（150mg/L以下 

：日常的な降水時における
現況河川のSS濃度の範囲） 

 

(2)コンクリート・モルタル工事によるアルカリ排水 

調整池工事における底盤や堤体のコンクリート工事では、現地

下流に排水させないようコンクリート打設箇所を囲むように排水

溝及び釜場を事前に施工し、釜場に溜まった排水は、㏗を測定し

ながら(環境基準内の水素イオン濃度8.5以下であること)、アルカ

リ排水が生じていた場合は、中和剤で中和させ下流側へ排水する

計画である。 

また、ダブルウォール堰堤調整池を予定する№5～№7調整池の

支持地盤強度を確保するための地盤改良に伴うセメント工事及び

パネル設置工事における杭設置工事(キャストイン工法の場合)に

おいては、第三者調査試験機関の試験結果から、セメント・モル

タルによるアルカリ排水の土壌浸潤の可能性は低いと考えられ

る。 

以上のように、コンクリート・モルタル工事によるアルカリ排

水の公共用水域の水質への影響は小さいと予測する。 

 

 

【工事中】 

(1)土砂による水の
濁り 

・広範囲の裸地化の

抑制 
・工事区域外からの

流入抑制 

・造成工事の休止 
・造成面等からの濁

水発生対策 

・仮設沈砂池及び調
整池の設置 

・仮設沈砂池及び調

整池の維持管理 
 
(2)コンクリート工

事によるアルカリ
排水 

・調整池の底盤、堤

体等におけるコン
クリート工事に対
する排水溝及び釜

場の設置 
・㏗の定期測定、中

和処理 

 
 

【工事中】 

(1)環境に対する影響緩

和の観点 

工事の実施にあたっ

ては、事業者としてで

きる限り環境への影響

を緩和するため、左記

の環境保全措置を講じ

る計画であることか

ら、環境保全への配慮

が適正になされている

と評価する。 

 

(2)環境保全のための目

標等との整合の観点 

予測項目において、

環境保全目標を満足す

ることから、環境保全

目標との整合は図られ

ていると評価する。 

 

[環境保全目標] 

・現地調査による現況値 
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表1.5-1(7) 総合評価 

項目 現況調査結果 予測結果 環境保全措置 評価結果 

５ 

 

水 

質 

(2)土質 

①粒度分析 
調査地点（計画地内３地点）では、シルト分が最も多く、

次いで砂分、粘土分、礫分の順に多かった。 

 
②土壌沈降試験 

３地点のSS残留率の経過より、環境基準値(25mg/L)を下回

る時間をみると、６時間後～18時間後となった。 
 

(3)水生生物 

①長野県環境影響評価技術指針マニュアルによる方法 
底生動物の調査地点（９地点）の水生生物から見た水質の

評価結果は、「水質階級Ⅰ（きれいな水）」となった。 

 
②水生生物による水質評価法マニュアルによる方法 

底生動物の調査地点（９地点）の河川水質の良好性の評価

結果は、「とても良好」又は「良好」となった。 
 

(4)土壌中の亜鉛等 

①土壌中の水素イオン濃度 
計画地内の既存の太陽光発電所の上流側・下流側で行った

土壌中の水素イオン濃度（pH）の調査結果は、pH(H2O)は5.6

～6.4の範囲であった。pH(KCl)は4.4～5.2となり、やや酸性
が強まる結果となった。pH(H2O2)は3.4～5.5であった。 

 

②土壌中の亜鉛 
既存の太陽光発電所の上流側・下流側で行った土壌中の亜

鉛の調査結果は、亜鉛の溶出量試験では、ほとんどの試料が

定量下限値未満であった。 
硫酸を添加した酸溶出量試験についても一部を除き定量

下限値未満の試料がほとんどであった。よって、将来的に土

壌が酸性化したとしても土壌そのものから亜鉛が溶出する
ことはほとんどないと考えられる。 

また、土壌の亜鉛の含有量試験では、24～61mg/kg の範囲

であった。なお、産業技術総合研究所 地質調査総合セン
ターが公開しているサイトの地球化学図によれば、酸分解し
た岩石の分析結果は、117.5～170.6 mg/kgの分布範囲である

ため、調査地点の含有量は他の地域と比較しやや低い程度と
いえる。 

なお、８年経過した既存の太陽光発電所における地中の杭

の状況を任意の４ヶ所で確認したところ、特に腐食は見られ
なかった。 

 

【存在・供用時】 

（3）工作物(溶融亜鉛メッキを塗布した架台・架台の杭)の腐食によ

り溶出する可能性のある亜鉛 

本事業の架台の工法で施工性の観点からできる限り採用するグ

ランドスクリュー杭砕石置換工法は、溶融亜鉛メッキを塗布した

基礎杭を砕石とともに圧入する工法であるため、アルミ製を計画

しており溶融亜鉛の使用を抑制しているものの、溶融亜鉛メッキ

を塗布した部分も存在するため、酸性雨等による長期的な腐食の

進行により溶融亜鉛メッキが流出する可能性がある。 

ここで、類似事例調査として実施した、計画地内に存在する既

存の８年を経過した太陽光発電所(腐食防止用に溶融亜鉛メッキ

を塗布した杭や架台を使用)の上流側・下流側での調査では、土壌

の亜鉛溶出量は、硫酸を添加した酸溶出量試験についても、一部

を除き定量下限値未満の試料がほとんどであった。よって、当該

結果を踏まえ、設置から８年程度までは土壌中への亜鉛溶出量が

高くなるおそれは低いと予測する。 

 

【存在・供用時】 

(3)工作物(溶融亜鉛
メッキを塗布した架
台・架台の杭)の腐食

により溶出する可能
性のある亜鉛 
・亜鉛の定期測定、

適切な処理 

【存在・供用時】 

(1)環境に対する影響緩

和の観点 

事業の実施にあたっ

ては、事業者としてで

きる限り環境への影響

を緩和するため、左記

の環境保全措置を講じ

る計画であることか

ら、環境保全への配慮

が適正になされている

と評価する。 

 

(2)環境保全のための目

標等との整合の観点 

予 測 項 目 に お い て

は、予測結果のとおり、

類似事例調査の結果を

踏まえると、設置から

８年程度までは土壌中

への亜鉛溶出量が高く

なるおそれは低いもの

と予測する。 

ただし、類似事例に

対し本事業の架台や架

台の杭の設置面積は10

倍以上広くなるため、

類似事例における土壌

中の亜鉛等の調査結果

と異なる可能性も考え

られ、この点では予測

の不確実性を伴うと考

える。このため、事後

調査により予測結果を

検証する方針である。 

以上のことから、環

境保全のための目標と

の整合は図られている

と評価する。 

 

[環境保全目標] 

・現地調査による現況値 
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表1.5-1(8) 総合評価 

項目 現況調査結果 予測結果 環境保全措置 評価結果 

６ 

 

水 

象 

(1)河川流量、地下水位 

河川流量は水質と同様の10地点に加え、５地点で連続観測

を行った。地下水位は計画地内の２地点で連続観測、１地点

で定期観測を行い、ボーリング地点（16地点）の孔内水位も

確認した。計画地及びその周辺３地点で降水量を把握した。

ここでは、調査結果から推定した現状の概略水収支を示す。 

 

＜現状の概略水収支＞ 

植被 

ﾀｲﾌﾟ 

降水量 

P 
(㎜/年) 

蒸発散量 

Et 
(㎜/年) 

流出量 R＋地中での

流出量 i 
(㎜/年)（P－Et） 

森林 概ね1,000 概ね600 概ね400 
注1)降水量は、香坂ダムの降水量観測所(地点Ｃ)での平成27年～

令和元年の５年間の年間平均降水量（1,003.6mm/年）を踏ま

え、概ね1,000mm/年とした。 

注2)計画地近傍の集落内の東地文化センター(地点Ａ)で現地調

査を行った１年間（平成29年２月７日～平成30年２月６日）

の気温データを用い、ソーンスウェイト法により算出した可

能蒸発散量（627.74mm/年）を踏まえ、概ね600mm/年とした。 

 

計画地の地形・地質に当てはめて推定すると、下図に示す

ように、計画地内での降水は、上位の地層（盛土層（B）や

表土層（Kb：黒ボク））から浸透しながら地下水を形成し、

計画地内に全域的に分布しているsg3（玉石混じりシルト質

砂礫）層等を経由して下流側（香坂川等）に流動しているも

のと考えられる。計画地の下流側に設置した観測井K-1、K-2’

の地下水位をみても、観測の対象としたsg3層等が地下水流

出に関わる主要な帯水層になっているものと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【工事中、存在・供用時】 

(1)河川流量、地下水位への影響 

予測地点である計画地下流側の香坂川（№Ⅱ）における流域面

積と計画地面積及びその割合を下表に示す。 

 

予測地点 流域面積 計画地面積 計画地面積の割合 

計画地下流

側の香坂川 
1,043.1ha 54.01ha 約5％ 

 

河川への地下水流出の形態は、河川流域内でほぼ一様であると仮定す

ると、現況の予測地点の流域での計画地の寄与は約５％と考えられる。 

事業に伴う影響は、伐採工事に伴い山林から徐々に裸地または

草地に移行するため、現状の水収支は下表に示すように、蒸発散

量が減少し、流出量等が増加すると考えられるが、草地化等する

と、流出量のうち雨水の表面流出量が増加し、地下への流出量（浸

透量）が減少する可能性がある。このため、仮に計画地での地下

水浸透（涵養）が図られない場合、香坂川下流側の№Ⅱにおける

計画地からの地下水流出量も最大で５％近く減少するおそれがあ

る。 

 

区分 
植被 

ﾀｲﾌﾟ 

降水量 

P 
(㎜/年) 

蒸発散量 

Et 
(㎜/年) 

流出量 R＋地中での

流出量 i 
(㎜/年)（P－Et） 

現状 森林 概ね1,000 概ね600 概ね400 

工事中 
裸地 概ね1,000 概ね300 概ね700 

草地 概ね1,000 概ね400 概ね600 

供用時 草地 概ね1,000 概ね400 概ね600 

 

ただし、本事業では、切盛工事により集水域境界を改変しない

こと、大部分は草地等による浸透面となり非浸透面に比べれば地

下浸透が期待できること、造成上の配慮等により雨水浸透を極力

促進することから、予測地点での計画地からの地下水流出量を含

む河川流量が大きく減少することはないと予測する。 

 

 

【工事中、存在・供

用時】 

(1)河川流量、地下水

位への影響 

・雨水浸透施設の設

置、維持管理 

・残置森林の適切な

維持管理 

・造成森林、造成緑

地、施設用地の適

切な維持管理 

 

【工事中、存在・供用時】 

(1)環境に対する影響緩

和の観点 

工事・事業の実施に

あたっては、事業者と

してできる限り環境へ

の影響を緩和するた

め、造成上の配慮や左

記の環境保全措置を講

じる計画であることか

ら、環境保全への配慮

が適正になされている

と評価する。 

 

 

 

降水量P

概ね1,000mm/年

蒸発散量Et

概ね600mm

流出量R

地中での
流出量ｉ

概ね
400mm

地下水流動
（想定）
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表1.5-1(9) 総合評価 

項目 現況調査結果 予測結果 環境保全措置 評価結果 

６ 

 

水 

象 

(2)利水及び水面利用等 

①水道水源（湧水、深井戸水） 

湧水水源は、計画地の北西側約370ｍの沢筋の奥に位置してお

り、地下に堰を設置して水を貯め下流側に自然流下させている。 

水道水源（深井戸水）は、計画地の西側約80ｍに位置してお

り、井戸深度は170.0ｍで、３ヶ所のスクリーンで採水されてい

る（G.L.-54.5ｍ～-49.0ｍ、G.L.-98.5ｍ～-87.5ｍ、G.L.-164.5

ｍ～-153.5ｍ。自然水位はG.L.-14.0ｍ）。各スクリーンの上位・

下位の地質は青色岩、凝灰岩等と記載されており、計画地及び

その周辺に分布する香坂層の中の比較的透水性の良い層から採

水されているものと考えられる。また、採水されているスクリー

ンの位置と自然水位の関係から、被圧地下水を採水していると

考えられる。 

なお、深井戸水源は、平成８年に湧水水源の高濁度対策のた

め、予備水源として掘削されたものである。水質として、鉄・

マンガンが水質基準を超過していること、平成25年度に浄水設

備を建設したことにより湧水水源のろ過処理が可能になったこ

とから使用を休止している（平成29年１月11日 佐久水道企業

団ヒアリング）。 
 

②計画地近傍の集落内の既存井戸 

既存井戸は、計画地南西に位置する集落（東地地区）の中

に分布している。調査地点(a～h)の井戸深度はG.L.-5.92

～-1.97ｍ、地表面から水面までの深さはGL.-3.45～-0.11ｍ

であった。 

いずれの既存井戸の地下水位とも、降水の影響はあったも

のの年間を通して大きな変化は確認されず、水位は比較的安

定していたといえる。 

なお、これらの既存井戸の涵養源は、地表からの降水浸透

及び側方からの地下水流動によるものであり、不圧地下水と

考えられる。 
 

③水面利用等（漁業等利用） 

計画地の南側を流れる香坂川の本支流には、第５種共同漁業権
が設定されており、佐久漁業協同組合が免許をうけている。 

佐久漁業協同組合（以下「漁協」という。）への聞き取りによ
ると、計画地付近の香坂川では、夏から秋にかけて釣りを楽しん
でいただくため、春にイワナやヤマメの放流を行っており、秋口

には産卵床も作っているとのことであった。また、香坂川は岩が
多い川であり、釣り人は魚のスポットを探して釣りを楽しめる隠
れた人気のスポットとのことであった。釣り人は、計画地付近か

ら香坂川にアクセスしている方が多いとのことであった。漁協と
しては、釣り場として渓流を重要視しており、計画地付近の香坂
川の区間も、大事にしているとのことであった。（令和３年４月

８日 佐久漁業協同組合事務所ヒアリング） 
 

【工事中、存在・供用時】 

(2)利水及び水面利用等への影響 

①水道水源（湧水、深井戸水） 

本事業では、湧水水源の取水地点及び集水域を改変するものではな

いことから影響はないと予測する。また、深井戸水源の香坂層中の採

水地点に対し直接的に影響を及ぼすものではないことから、本事業に

よる当該採水地点の地下水位への影響は極めて小さいと予測する。 

 

②計画地近傍の集落内の既存井戸 

計画地と集落の位置関係や地形の状況を踏まえると、計画地か

ら集落の方向に向かう流動量は少ないと考えられ、本事業による

既存井戸の地下水位への影響は小さいと予測する。 

 

③水面利用等（漁業等利用） 

「(1)河川流量、地下水位」に示したとおり、予測地点である香坂川(№

Ⅱ)において、計画地からの地下水流出量を含む河川流量が大きく減少

することはないと予測するため、本事業による香坂川での漁業等利用に

対する影響は小さいと予測する。 

【工事中、存在・供

用時】 

(2)利水及び水面利

用等への影響 

・雨水浸透施設の設

置、維持管理 

・残置森林の適切な

維持管理 

・造成森林、造成緑

地、施設用地の適

切な維持管理 

【工事中、存在・供用時】 

(1)環境に対する影響緩

和の観点 

工事・事業の実施に

あたっては、事業者と

してできる限り環境へ

の影響を緩和するた

め、造成上の配慮や左

記の環境保全措置を講

じる計画であることか

ら、環境保全への配慮

が適正になされている

と評価する。 
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表1.5-1(10) 総合評価 

項目 現況調査結果 予測結果 環境保全措置 評価結果 

７ 

 

土 

壌 

汚 

染 

(1)地歴調査 

空中写真によると、1948年（昭和23年）から2015年（平成27

年）まで、山林、農地としての利用を確認した。また、1989

年（平成元年）には、農地であった大半に樹木を確認し

た。2015年（平成27年）には、一部に太陽光発電パネルの設

置や建物を確認した。 

住宅地図により得た地歴情報も踏まえると、1948年（昭

和23年）以降から現在まで大部分が山林であり、かつては農

地としての利用もみられたが、その大半は樹林に置き換わり

耕作放棄地となっている状況である。 

ここで、「土壌汚染対策法」で基準が定められている項目

のうち、農薬に係る物質は４物質ほど存在している（有機リ

ン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ）が、かつての農

地（耕作放棄地）において、過去に農薬が使用されていた可

能性を否定できないことから、土壌汚染の可能性は否定でき

ないと考えられる。 

 

(2)現地調査（土壌汚染に係る環境基準項目、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類） 

計画地内の耕作放棄地３地点での調査を行った。 

土壌の汚染に係る環境基準の項目は、すべての地点・項目

で定量下限値未満であり環境基本法に基づく土壌汚染に係

る環境基準を満足していた。 

ダイオキシン類は、すべての地点でダイオキシン類対策特

別措置法に基づくダイオキシン類による土壌の汚染に係る

環境基準を満足していた。 

 

【工事中】 

(1)汚染土壌の有無及び移動 

本事業では、計画地外に残土を発生させない計画であり、また、

計画地内で土壌を移動するものの、地歴調査結果から山林部分の

土壌が汚染されている可能性は考えにくく、耕作放棄地の土壌汚

染状況調査でも汚染は認められなかったことから、工事中におけ

る土地造成や掘削に伴う土壌汚染による影響は生じないものと予

測する。 

なお、本事業は、3,000㎡以上の形質変更地で深さ50cm以上掘削

する調整池等を計画していることから、「土壌汚染対策法」第４条

に基づき形質変更を行う30日前までに長野県知事に届出を行う。

届出の結果、長野県知事により土壌汚染のおそれがあると認めら

れた場合は、土壌汚染対策法に基づく調査を実施し、届出を行う

とともに、調査結果に基づき必要に応じた対応を図る。 

【工事中】 

(1)汚染土壌の有無
及び移動 

 

※工事中における土
地造成や掘削に伴
う土壌汚染による

影響は生じないも
のと予測すること
から、特段の環境

保全措置は想定し
ていない。 

【工事中】 

(1)環境に対する影響緩
和の観点 

工事の実施にあたっ

ては、事業者としてで
きる限り環境への影響
を緩和するため、左記

の環境保全措置を講じ
る計画であることか
ら、環境保全への配慮

が適正になされている
と評価する。 

 
(2)環境保全のための目

標等との整合の観点 
予測項目において、

環境保全目標を満足す

ることから、環境保全
目標との整合は図られ
ていると評価する。 

 
[環境保全目標] 
・新たな地域に土壌汚染

を拡散させないこと 

【存在・供用時】 

(2)太陽光パネル等の破損時の含有物質の流出や破損したパネル等

の交換・廃棄による土壌への影響の程度 

太陽光パネルには含有率基準値以下の含有率であるものの、鉛

等の有害物質が含有されているため、太陽光パネルが破損した際

には土壌が汚染される可能性がある。 

このため、本事業では、すべての施設、機器について定期的に

保守点検を行うとともに、地震、台風等が発生した際にも保守点

検を行い、破損したパネル等を確認した際には破損パネル等を迅

速に回収し適正に処分する計画である。また、地震、台風等によ

り太陽光パネルの破損・飛散事故が発生した際には、ガラスが破

損した太陽光モジュールは雨水などの水濡れによって含有物質が

流出するおそれがあるため、「太陽光発電設備のリサイクル等の推

進に向けたガイドライン（第二版）」等を参考に、ブルーシート等

の遮光用シートで覆う等の水濡れ防止策を講じるなど関係機関に

相談しながら迅速に所要の処置を行う。さらに、太陽光パネルの

破損状況等に応じて、土壌汚染状況調査を行い、調査結果に基づ

き必要に応じた対応を図る。 

以上より、太陽光パネルの破損・交換に伴う土壌汚染による影

響は、最小限に抑制され、新たな地域に土壌汚染を拡散させるこ

とはないと予測する。 

【存在・供用時】 
(2)太陽光パネル等
の破損時の含有物

質の流出や破損し
た パ ネ ル 等 の 交
換・廃棄による土壌

への影響の程度 
・破損パネル、関係

部品の回収、処分 

・定期的な保守点検
の実施 

・地震、台風等発生

時の保守点検の実
施 

・パネル破損・飛散

事故時の迅速な対
応の実施 

・パネル破損状況等

に応じた土壌汚染
状況調査の実施 

【存在・供用時】 
(1)環境に対する影響緩
和の観点 

事業の実施にあたっ
ては、事業者としてで
きる限り環境への影響

を緩和するため、左記
の環境保全措置を講じ
る計画であることか

ら、環境保全への配慮
が適正になされている
と評価する。 

 
(2)環境保全のための目
標等との整合の観点 

予測項目において、

環境保全目標を満足す
ることから、環境保全
目標との整合は図られ

ていると評価する。 
 
[環境保全目標] 
・新たな地域に土壌汚染

を拡散させないこと 
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表1.5-1(11) 総合評価 

項目 現況調査結果 予測結果 環境保全措置 評価結果 

８ 

 

地 

形 

・ 

地 

質 

(1)地形 

計画地は、佐久高原の北部にあたる山地の南向斜面に位
置し、標高は約900～1000mである。 

計画地周辺は、八風山から平尾山・閼伽流山にかけて急

峻な地形をなすが、計画地を含む佐久市香坂地区は比較的
なだらかな斜面が形成されている。斜面端部には香坂川が
分布しており、同河川は一級河川信濃川水系に属し、群馬

県境から佐久市市街地に向かい西～南西方向に流下して
いる。 

計画地は香坂層を基盤とする南側に傾斜する緩斜面上

に位置し、勾配が比較的大きい箇所を「山麓面」、勾配が
比較的小さく平坦面状の箇所を「段丘面」に大きく分類さ
れる。 

なお、現地踏査の結果から、希少性や典型性の観点から重
要と考えられるような注目すべき地形・地質は確認されな
かった。 

 

(2)地質 
計画地が位置する長野県東部の佐久市内山地域は、関東

山地の北西部にあたり、基盤は中・古生界である。計画地
の地質は、主に香坂層下部、香坂層上部の第三系の地層が
分布し、その上位に、第四紀の段丘堆積物、崖錐堆積物、

火山起源の風成堆積物が覆うと考えられる。 
ボーリング調査の結果、基盤岩である香坂層の分布が確認さ

れ、香坂層の岩相としては礫岩・泥岩シルト岩互層・泥岩及び

凝灰岩が確認された。岩盤は火山砕屑物に厚く被覆されてお
り、玉石混じりシルト質砂礫(sg3)が最も全域的に分布してい
た。 

また、山麓面の大部分にはローム(Lm)や礫混じり火山灰質
シルト(c2)が厚く堆積し、段丘面の大部分には玉石混じり礫
混じりシルト質砂(s1)及び礫混じり砂質シルト(c3)、低地面

には表層部付近でシルト混じり砂礫(sg1)層の分布が確認さ
れた。 

 
 

【工事中、存在・供用時】 

(1)地形・地質への影響 

本事業では、計画地面積約54.01haのうち、約11.3ha（約21％）の切

盛造成（調整池の掘削を含む）による地形改変を行う計画であり、切

盛造成により、山麓面、段丘面、低地面の地形・地質を部分的に改変

することになる。 

ただし、本事業では、地形・地質の改変を極力抑えるよう、造成上

の配慮により、計画地内での大規模な改変はなく、地形・地質全体と

しての変化は小さいと予測する。 

 

(2)土地の安定性への影響 

予測地点№５～№７調整池の堤体の安定計算結果は下表に示すとお

り、滑動に対する安全率、せん断変形に対する安全率は、設計洪水位、

サーチャージ水位、常時水位とも、設計荷重条件ごとの所要安全率を

満足する。また、調整池の築造を含む土地造成等の工事にあたっては、

「森林法に基づく林地開発許可申請の手引き」における土地の安定性

に係る規定等を遵守して行う計画である。 

 

＜№５～№７調整池の堤体の安定計算結果＞ 

【越流部】 

荷重条件 項目 
最小安全率 所要 

安全率 
判定 

№５ №６ №７ 

設計洪 

水位 

H.H.W.L 

滑動の安全率 1.481 1.572 1.439 1.2 以上 安定 

せん断変形に

対する安全率 
1.687 1.769 1.484 1.2 以上 安定 

ｻｰﾁｬｰｼﾞ 

水位 

H.W.L 

滑動の安全率 1.232 1.292 1.217 1.2 以上 安定 

せん断変形に

対する安全率 
1.365 1.410 1.237 1.2 以上 安定 

常時水位 

L.W.L 

滑動の安全率 1.887 2.313 1.862 1.2 以上 安定 

せん断変形に

対する安全率 
2.261 2.632 2.051 1.2 以上 安定 

【非越流部】 

荷重条件 項目 
最小安全率 所要 

安全率 
判定 

№５ №６ №７ 

設計洪 

水位 

H.H.W.L 

滑動の安全率 1.572 1.666 1.518 1.2 以上 安定 

せん断変形に

対する安全率 
1.781 1.868 1.565 1.2 以上 安定 

ｻｰﾁｬｰｼﾞ 

水位 

H.W.L 

滑動の安全率 1.321 1.382 1.306 1.2 以上 安定 

せん断変形に

対する安全率 
1.408 1.453 1.283 1.2 以上 安定 

常時水位 

L.W.L 

滑動の安全率 1.971 2.391 1.945 1.2 以上 安定 

せん断変形に

対する安全率 
2.138 2.449 1.951 1.2 以上 安定 

 
 

【工事中、存在・供

用時】 

(1)地形・地質への影

響 

(2)土地の安定性へ

の影響 

・造成工事の休止 

・造成法面、調整池

堤体等の安定性の

確保 

・造成法面、調整池

堤体等の監視（工

事中）と適切な維

持管理（存在・供

用時） 

 

【工事中、存在・供用時】 

(1)環境に対する影響緩

和の観点 

工事・事業の実施に

あたっては、事業者と

してできる限り環境

への影響を緩和する

ため、左記の環境保全

措置を講じる計画で

あることから、環境保

全への配慮が適正に

なされていると評価

する。 
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表1.5-1(12) 総合評価 

項目 現況調査結果 予測結果 環境保全措置 評価結果 

８ 

 

地 

形 

・ 

地 

質 

(3)土地の安定性 

①活断層の分布 
「20万分の１地質図幅 長野」によると、計画地内に断層

線は分布せず、計画地より約４km南側に八重久保層及び鮮新

世火山岩類をほぼ東西方向に断層が分布する。計画地周辺に
おいては活断層等は確認されておらず、このため地殻変動に
よる地震の発生を示す有力な根拠はない。 

 

②深層崩壊 
「深層崩壊推定頻度マップ」によると、計画地及びその周

辺は深層崩壊の発生頻度が低い地域とされており、深層崩壊
発生箇所も確認されていない。 

 

③崩壊地形や地すべり地形等の分布状況 
計画地及びその周辺には、計画地の東西の敷地境界沿いの

一部が土砂災害警戒区域（土石流）及び土砂災害特別警戒区

域（土石流）に、計画地の西側の敷地境界沿いの一部が土石
流危険渓流に該当している。 

また、現地踏査の結果から、計画地内において明瞭な崩壊

地形や地すべり地形の分布は確認されなかった。 

また、調整池の築造を含む土地造成等の工事にあたっては、「森

林法に基づく林地開発許可申請の手引き」における土地の安定性

に係る規定等を遵守して行う計画である。 

本事業では、樹木の伐採や土地造成（切土、盛土）、調整池の掘

削を行うが、森林土壌等の保全や埋蔵文化財保存への配慮のため

に土工量を最小限に抑えており、調整池築堤以外の盛土部分につ

いては、最大盛土高3.0mで法勾配1：2.0であることから、「森林法

に基づく林地開発許可申請の手引き」に基づき斜面安定計算を求

められるものではない。また、施工面でも、地下水が盛土安定を

阻害しないことを目的とした地下排水管（暗渠）を適宜設置する

とともに、地山の段切りを行い、盛土締固めの品質管理が確実に

行える作業手順としていることから、同手引に基づき施工するこ

とで斜面の安定性は確保されると予測する。切土部分については、

基本的に切土高1.0～1.5ｍまでに抑えており、一部№8調整池掘り

込みのための切土高（掘削高）8.0ｍの切土（掘削）があるが、法

勾配1：1.5（高さ5.0m毎に幅1.0mの小段を設置）であることから、

「森林法に基づく林地開発許可申請の手引き」に基づき斜面安定

計算を求められるものではなく、同手引に基づき施工することで

斜面の安定性は確保されると予測する。一部№5調整池上流に切土

高4.5ｍの箇所があるが、現況地形が上信越自動車道建設時の掘削

残土による盛土区域であり、本計画でこの盛土部分の切土を行う

ことで斜面安定性が高まる造成形状になると予測する。 

 

計画地内に設置する複数の太陽光パネルについては、架台に

よって固定・支持を行うが、架台の杭は、地形や地質に合わせて

約1.5ｍ～3.0ｍの貫入深さを基準として、地盤調査の結果、地盤・

地質の状況、地形の傾斜、盛土の状況等を考慮して設計し、架台

の設置にあたっては、太陽電池アレイ用支持物設計基準（JIS C

 8955）を満たすものとすることで、所要の安定性は確保されると

予測する。 

供用後においても、完成後の調整池堤体の安定、法面等の安定、

調整池の機能のほか、太陽光パネル等の安定を確保するため、適

切に維持管理を行う計画である。 

以上のことから、工事中及び工事完了後において調整池の堤体

の安定性は確保されるとともに、地形改変等に伴う土地の安定性

も確保されるものと予測する。 

 

(前表のとおり) (前表のとおり) 
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表1.5-1(13) 総合評価 

項目 現況調査結果 予測結果 環境保全措置 評価結果 

９ 

 

植 

物 

(1)植物相 

現地調査の結果、調査範囲内（計画地及びその周辺200ｍ程度

の範囲内）では123科803種が確認された。 

調査範囲は、東西に流れる香坂川の北側に位置し、標高900

～1,150ｍの南向き斜面である。上信越自動車道より南側は道路

法面（ｽｽｷ群落）、耕作地や耕作放棄地（荒地雑草群落）が主体

となっており、北側は概ね森林となっている。 

森林は、ｺﾅﾗ、ｸﾘ、ｸﾇｷﾞなどのｺﾅﾗ林やｶﾗﾏﾂ林が広い面積を占

めていた。ｺﾅﾗ林では、ｱﾌﾞﾗﾁｬﾝなどの低木や、ｹﾁﾁﾞﾐｻﾞｻなどの

草本が生育していた。 ｶﾗﾏﾂ林では、ﾑﾗｻｷｼｷﾌﾞなどの低木やﾐﾔｺ

ｻﾞｻなどが生育していた。 

沢沿いの落葉広葉樹の林床には、ﾆﾘﾝｿｳ、ｷﾊﾞﾅﾉｱﾏﾅ、ﾔﾏｴﾝｺﾞｻ

ｸ、ｱｽﾞﾏｲﾁｹﾞ、ﾋﾒﾆﾗなどの春植物が生育していた。 

沢筋には、ﾀﾞｲﾓﾝｼﾞｿｳ、ﾊﾅﾈｺﾉﾒなどの湿生植物が生育していた。 

外来種は11.2％を占め、ｱﾚﾁｷﾞｼｷﾞｼ、ﾐﾁﾀﾈﾂｹﾊﾞﾅ、ｵｵﾌﾞﾀｸｻなど

が確認された。外来種のうち特定外来生物はｱﾚﾁｳﾘ１種のみで

あったが、生態系被害防止外来種はﾊﾙｻﾞｷﾔﾏｶﾞﾗｼ、ｲﾀﾁﾊｷﾞ、ｱﾚﾁ

ﾇｽﾋﾞﾄﾊｷﾞ、ﾊﾘｴﾝｼﾞｭ、ﾆﾜｳﾙｼ、ｵｵﾌﾞﾀｸｻ、ｾｲﾀｶｱﾜﾀﾞﾁｿｳなど30種が

確認された。 

 

(2)植生 

調査範囲内の現存植生は、ﾌﾞﾅｸﾗｽ域代償植生が７単位（ｺﾅ

ﾗ群落、ｱｶﾏﾂ群落、ｵﾆｸﾞﾙﾐ･ﾔﾏｸﾞﾜ群落、伐採跡地群落、ﾁｶﾞﾔ

群落、ｽｽｷ群落、荒地雑草群落）、河辺・水辺植生が１単位（湿

生植物群落）、植林が４単位（ｽｷﾞ･ﾋﾉｷ植林、ｶﾗﾏﾂ植林、ｳﾗｼﾞ

ﾛﾓﾐ植林、その他の植林）の計12区分に区分した。この他、

耕作地や人工裸地等を加え、合計16に区分した。 

計画地内では、ｶﾗﾏﾂ植林（46.62％）、ｺﾅﾗ群落（14.63％）、

ｵﾆｸﾞﾙﾐ･ﾔﾏｸﾞﾜ群落（14.29％）の比率が高く、この３単位で

約76％を占めていた。 

 

(3)土壌 

計画地内の土壌は、主に標高1,000～1,050ｍより上部を褐

色森林土壌、それより下部を黒ﾎﾞｸ土壌（黒色土）の２型に

分類した。 

 

(4)注目すべき個体、集団、種及び群落 

調査範囲内では、注目すべき個体（地上高130cmにおける

幹周が300cm以上の大径木）は４本が該当した。 

選定基準に基づく注目すべき種は20種（ﾎﾞﾀﾝ属を含む）確

認され、このうち計画地内では13種（ﾔﾏﾄﾃﾝﾅﾝｼｮｳ、ｳﾗｼﾏｿｳ、

ﾋﾒｱﾏﾅ、ﾎｿﾊﾞﾉｱﾏﾅ、ﾋﾄﾂﾎﾞｸﾛ、ﾅｶﾞﾐﾉﾂﾙｹﾏﾝ、ﾊﾅﾒｺﾉﾒ、ｵｵﾔﾏｶﾀﾊﾞ

ﾐ、ﾀｶﾞｿﾃﾞｿｳ、ｻｸﾗｿｳ、ｺｶﾓﾒﾂﾞﾙ、ｵｵﾋﾅﾉｳｽﾂﾎﾞ、ｵﾆﾋｮｳﾀﾝﾎﾞｸ）

が確認された。 

注目すべき群落は、計画地外でﾐﾔﾏｳﾗｼﾞﾛ群落が確認された。 

【工事中】 

(1)土地造成等に伴う植物への影響 

本事業の実施にあたっては、太陽光パネルの配置検討に際して、

注目すべき種が多数確認された沢筋周辺等を改変区域から除外す

る等により、植物に係る環境影響をできる限り回避又は低減する

よう配慮した。 

しかし、一部の注目すべき種（ﾔﾏﾄﾃﾝﾅﾝｼｮｳ、ﾊﾅﾈｺﾉﾒ、ｻｸﾗｿｳ、ｺｶ

ﾓﾒﾂﾞﾙ、ｵﾆﾋｮｳﾀﾝﾎﾞｸ等）や植生（ﾁｶﾞﾔ群落、ｺﾅﾗ群落等）は改変に

よる直接的影響や間接的影響を受けるなど、一定の環境影響が生

じると予測される。 

また、予測にあたっては、事業計画（改変域や残置森林等の面

積、施工計画等）を基に、環境影響が最大となる時点における影

響を可能な限り定量的に予測した。しかし、植物では、特に間接

的影響（改変域における環境条件の変化、外来種の侵入等）の十

分な予測が困難であることや、改変の影響を受ける注目すべき種

では代償措置（上記５種の移植・播種等）を講じるなど、予測結

果や環境保全措置の実効性の一部に不確実性が伴うと考える。こ

のため、事後調査により予測結果や環境保全措置の効果を検証す

る方針である。 

 

【工事中】 

(1)土地造成等に伴
う植物への影響 

・注目すべき種の生

育地の改変の回避 
・外来種の侵入抑制 
・改変区域境界の林

縁保護 
・粉じんの防止 
・工事関係者への啓

発 
・ｻｸﾗｿｳ自生地への濁

水流入防止対策 

・在来種の地域個体
による植栽及び緑
化 

・注目すべき種の個
体移植 

・注目すべき種の種

子 の 保 存 及 び 播
種、挿し木、育苗 

【工事中】 

(1)環境に対する影響緩
和の観点 

工事の実施にあたっ

ては、事業者としてで
きる限り環境への影響
を緩和するため、左記

の環境保全措置を講じ
る計画であることか
ら、環境保全への配慮

が適正になされている
と評価する。 

 
 

【存在・供用時】 

(2)地形改変等に伴う植物への影響 

存在・供用時においては、工事中以上の直接的影響は生じない

ものの、外来種の侵入、シカの食害など、一定の環境影響が生じ

ると予測される。 

また、工事中と同様に、植物では、間接的影響の十分な予測が

困難であることや、改変の影響を受ける注目すべき種では代償措

置（工事中に行う上記５種の移植・播種等）を講じるなど、予測

結果や環境保全措置の実効性の一部に不確実性が継続すると考え

る。このため、存在・供用時においても事後調査により予測結果

や環境保全措置の効果を検証する方針である。 

【存在・供用時】 
(2)地形改変等に伴
う植物への影響 

・注目すべき種の移
植地、造成緑地、
造成森林の順応的

管理 
・侵略的外来種の除

草 

・シカの食害対策 

【存在・供用時】 
(1)環境に対する影響緩
和の観点 

事業の実施にあたっ
ては、事業者としてで
きる限り環境への影響

を緩和するため、左記
の環境保全措置を講じ
る計画であることか

ら、環境保全への配慮
が適正になされている
と評価する。 
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表1.5-1(14) 総合評価 

項目 現況調査結果 予測結果 環境保全措置 評価結果 

10 

 

動 

物 

(1)動物相 

現地調査の結果、調査範囲内（計画地及びその周辺200ｍ程度

の範囲内）で確認された確認数を以下に示す。 

 

分類群 動物種の確認数 

哺乳類 6 目 15 科 28 種(推定種 4 種含む) 

鳥類 16 目 40 科 89 種 

爬虫類 1 目 3 科 5 種 

両生類 1 目 3 科 4 種 

昆虫類 18 目 210 科 1,202 種 

魚類 2 目 2 科 7 種 

底生動物 23 目 95 科 257 種 

陸産貝類 5 目 9 科 28 種 

淡水産貝類 2 目 3 科 3 種 

 

(2)注目すべき種及び個体群 

調査範囲内で確認された動物種から、選定基準に基づき選

定された注目すべき種を以下に示す。 

 

分類群 注目すべき種の確認数 

哺乳類 

（3 種） 
ｺﾃﾝｸﾞｺｳﾓﾘ､ﾔﾏﾈ､ﾆﾎﾝｶﾓｼｶ 

鳥類 

（11 種） 

ｵｼﾄﾞﾘ､ﾖﾀｶ､ﾐｻｺﾞ､ﾊﾁｸﾏ､ﾂﾐ､ﾊｲﾀｶ､ｵｵﾀｶ､ 

ｻｼﾊﾞ､ｸﾏﾀｶ､ﾊﾔﾌﾞｻ､ｻﾝｼｮｳｸｲ 

爬虫類・両生類 

（0 種） 
－（確認種なし） 

昆虫類 

（21 種） 

ｼﾗｷﾄﾋﾞﾅﾅﾌｼ､ﾋﾒｶﾒﾑｼ､ﾖﾂﾓﾝｶﾒﾑｼ､ﾍﾞﾆﾓﾝﾏﾀﾞﾗ

本土亜種､ｷﾞｲﾁﾓﾝｼﾞｾｾﾘ､ﾐﾔﾏﾁｬﾊﾞﾈｾｾﾘ､ｽｼﾞ

ｸﾞﾛﾁｬﾊﾞﾈｾｾﾘ名義ﾀｲﾌﾟ亜種､ﾋﾒｼｼﾞﾐ本州・

九州亜種､ｱｻﾏｼｼﾞﾐ本州亜種（中部低地帯

亜種）､ﾑﾓﾝｱｶｼｼﾞﾐ､ｵｵﾑﾗｻｷ､ﾋｮｳﾓﾝﾁｮｳ本州

中部亜種､ﾋﾒｼﾛﾁｮｳ北海道・本州亜種､ﾅｶｸ

ﾞﾛｱｶｶﾞﾈﾖﾄｳ､ﾐｽﾞｽﾏｼ､ｴﾝﾏﾑｼﾓﾄﾞｷ､ﾋﾞﾛｳﾄﾞﾋﾗ

ﾀｼﾃﾞﾑｼ､ｹﾞﾝｼﾞﾎﾞﾀﾙ､ﾍｲｹﾎﾞﾀﾙ､ｷｵﾋﾞﾎｵﾅｶﾞｽｽ

ﾞﾒﾊﾞﾁ､ｸﾛﾏﾙﾊﾅﾊﾞﾁ 

魚類 

（0 種） 
－（確認種なし） 

底生動物 

（3 種） 
ｵﾋﾞｶｹﾞﾛｳ､ﾉｷﾞｶﾜｹﾞﾗ､ｷﾀｶﾞﾐﾄﾋﾞｹﾗ 

淡・陸産貝類 

（8 種） 

ｹｼｶﾞｲ､ｵｵﾀｷｷﾋﾞ､ｵｵｳｴｷﾋﾞ､ﾋﾒﾊﾘﾏｷﾋﾞ､ｽｶｼﾍﾞ

ｯｺｳ､ﾋﾗﾍﾞｯｺｳ､ｸﾘｲﾛﾍﾞｯｺｳ､ｳﾛｺﾋﾞﾛｳﾄﾞﾏｲﾏｲ 

 

 

【工事中】 

(1)土地造成等に伴う動物への影響 

本事業の実施にあたっては、太陽光パネルの配置検討に際して、

注目すべき種が多数確認された沢筋周辺等を改変区域から除外す

る等により、動物に係る環境影響をできる限り低減するよう配慮

した。 

しかし、一部の注目すべき種（ﾋｮｳﾓﾝﾁｮｳ本州中部亜種、ﾊｲﾀｶ等）

や動物相（昆虫類相）は改変による直接的影響や間接的影響を受

けるなど、一定の環境影響が生じると予測される。 

また、予測にあたっては、事業計画（改変域や残置森林等の面

積、施工計画等）を基に、環境影響が最大となる時点における影

響を可能な限り定量的に予測した。しかし、動物では、特に間接

的影響（改変域における環境条件の変化、外来種の侵入等）の十

分な予測が困難であることや、改変の影響を受ける注目すべき種

では代償措置（ﾋｮｳﾓﾝﾁｮｳ本州中部亜種の生息基盤の移植等）を講

じるなど、予測結果や環境保全措置の実効性の一部に不確実性が

伴うと考える。このため、事後調査により予測結果や環境保全措

置の効果を検証する方針である。 

 

【工事中】 

(1)土地造成等に伴
う動物への影響 

・移動経路の確保 

・営巣環境の保全 
・繁殖時期の配慮 
・コンディショニン

グ(馴化) 
・騒音・振動の低減 
・工事関係者への啓発 

・林縁の確保 
・希少なﾁｮｳ類の幼虫

の食草の保全 

・土砂・濁水流出の
抑制 

・雨水浸透の促進 

【工事中】 

(1)環境に対する影響緩
和の観点 

工事の実施にあたっ

ては、事業者としてで
きる限り環境への影響
を緩和するため、左記

の環境保全措置を講じ
る計画であることか
ら、環境保全への配慮

が適正になされている
と評価する。 

 
 

【存在・供用時】 

(2)地形改変等に伴う動物への影響 

存在・供用時においては、工事中以上の直接的影響は生じない

ものの、外来種の侵入など、一定の環境影響が生じると予測され

る。 

また、工事中と同様に、動物では、間接的影響の十分な予測が

困難であることや、改変の影響を受ける注目すべき種では代償措

置（工事中に行うﾋｮｳﾓﾝﾁｮｳ本州中部亜種の生息基盤の移植等）を

講じるなど、予測結果や環境保全措置の実効性の一部に不確実性

が継続すると考える。このため、存在・供用時においても事後調

査により予測結果や環境保全措置の効果を検証する方針である。 

【存在・供用時】 
(2)地形改変等に伴
う動物への影響 

・フェンスの配置の
工夫 

・フェンスの高さ等

の調整 
・外来植物の除去 

 

【存在・供用時】 
(1)環境に対する影響緩
和の観点 

事業の実施にあたっ
ては、事業者としてで
きる限り環境への影響

を緩和するため、左記
の環境保全措置を講じ
る計画であることか

ら、環境保全への配慮
が適正になされている
と評価する。 
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表1.5-1(15) 総合評価 

項目 現況調査結果 予測結果 環境保全措置 評価結果 

11 

 

生 

態 

系 

(1)生態系の状況 

計画地及びその周辺は、佐久市内における東部山地の閼伽流山か
ら八風山に至る山地帯の下部、香坂川の流域にあって、南向の斜面
地に位置する。標高約800～1,200mに位置し、上部は傾斜が急峻と

なり、岩場となっているほか、急傾斜の乾燥した斜面や尾根にはｱ
ｶﾏﾂ群落やｹﾔｷ群落が成立し、岩場には着生のシダ植物や草地性の草
本が見られる。また、斜面にはﾐｽﾞﾅﾗ林（ｸﾘ-ﾐｽﾞﾅﾗ群落）やｶﾗﾏﾂ植

林が、山麓面には人為的影響を強く受けたと考えられる落葉広葉樹
二次林のｺﾅﾗ林（ｶｽﾐｻﾞｸﾗ-ｺﾅﾗ群落）等が、集落付近には耕作地や耕
作放棄地、水田雑草群落、畑地雑草群落などが分布し、草地的な環

境が存在している。さらには小規模の沢が流れ、山地からの浸み出
しもあり、小面積の湿性環境も形成されている。計画地の周辺には
既存の太陽光発電所も点在し、その周辺はｽｽｷ草地となっている。 

計画地は約半分がｶﾗﾏﾂ植林に覆われ、耕作放棄地から遷移したｵ
ﾆｸﾞﾙﾐ群落、薪炭利用されてきたｺﾅﾗ群落、ｽｷﾞ･ﾋﾉｷ植林等を含める
と８割以上が森林に占められる。 

こうした植生環境を反映したことから、計画地周辺の動物相は、
森林性の種が主体となっているが、草地性や湿地性の動物も生息
し、行動範囲の広い哺乳類や鳥類は計画地の周辺を広く利用してい

るものといえる。 
 

(2)地域を特徴づける生態系の類型区分 

動物及び植物の現地調査結果等を基に、森林生態系、草地生
態系、水域生態系の３つに類型区分し、調査範囲の生態系を特
徴づける指標種を以下のとおり選定した。 

 

観
点 

分類 種・群落名 
環境類型区分 

森林 
生態系 

草地 
生態系 

水域 
生態系 

上
位
性 

哺乳類 
ﾂｷﾉﾜｸﾞﾏ ○   

ｷﾂﾈ ○ ○  

鳥類 
ｵｵﾀｶ ○ ○  
ｸﾏﾀｶ ○ ○  

典
型
性 

哺乳類 
ﾀﾇｷ ○ ○ ○ 

ｲﾉｼｼ ○   
ﾆﾎﾝｼﾞｶ ○   

鳥類 ﾋﾖﾄﾞﾘ  ○  

両生類 
ﾔﾏｱｶｶﾞｴﾙ ○  ○ 
ｱｽﾞﾏﾋｷｶﾞｴﾙ ○  ○ 

魚類 ｳｸﾞｲ   ○ 

植物 
ｺﾅﾗ群落 ○   
ｵﾆｸﾞﾙﾐ･ﾔﾏｸﾞﾜ群落 ○   
ﾀｶﾞｿﾃﾞｿｳ ○  ○ 

特
殊
性 

哺乳類 
ﾑｻｻﾋﾞ ○   
ﾔﾏﾈ ○   

昆虫類 
ｹﾞﾝｼﾞﾎﾞﾀﾙ   ○ 
ﾍｲｹﾎﾞﾀﾙ   ○ 
草地性ﾁｮｳ類  ○  

植物 
ﾐﾔﾏｳﾗｼﾞﾛ  ○  
ﾋﾒｱﾏﾅ ○   
ｻｸﾗｿｳ  ○  

 
 

【工事中】 

(1)土地造成等に伴う生態系への影響 

本事業の実施にあたっては、太陽光パネルの配置検討に際して、

注目すべき種が多数確認された沢筋周辺等を改変区域から除外す

る等により、生態系に係る環境影響をできる限り低減するよう配

慮した。 

しかし、一部の指標種（上位性の指標種であるｵｵﾀｶ、典型性の

指標種であるｺﾅﾗ群落、ｵﾆｸﾞﾙﾐ･ﾔﾏｸﾞﾜ群落、特殊性の指標種である

ｻｸﾗｿｳ）は改変による直接的影響や間接的影響を受けるなど、一定

の環境影響が生じると予測される。 

また、予測にあたっては、事業計画（改変域や残置森林等の面

積、施工計画等）を基に、環境影響が最大となる時点における影

響を可能な限り定量的に予測した。しかし、生態系では、特に間

接的影響（改変域における環境条件の変化、外来種の侵入等）の

十分な予測が困難であることや、改変の影響を受ける注目すべき

種では代償措置（特殊性の指標種であるｻｸﾗｿｳの移植等）を講じる

など、予測結果や環境保全措置の実効性の一部に不確実性が伴う

と考える。このため、事後調査により予測結果や環境保全措置の

効果を検証する方針である。 

 

【工事中】 

(1)土地造成等に伴
う生態系への影響 

・土砂・濁水流出の

抑制 
・掘削時期の配慮 
・繁殖時期の配慮 

・コンディショニン
グ(馴化) 

・騒音・振動の低減 

・工事関係者への啓発 
・在来種の地域個体

を用いた緑化によ

る改変植生の代償 
・ 外 来 種 の 侵 入 抑

制・除草 

・改変区域境界の林
縁保護植栽 

・個体移植 

・濁水流入の抑制 
 
 

【工事中】 

(1)環境に対する影響緩
和の観点 

工事の実施にあたっ

ては、事業者としてで
きる限り環境への影響
を緩和するため、左記

の環境保全措置を講じ
る計画であることか
ら、環境保全への配慮

が適正になされている
と評価する。 

 
 

【存在・供用時】 

(2)地形改変等に伴う生態系への影響 

存在・供用時においては、工事中以上の直接的影響は生じない

ものの、外来種の侵入、シカの食害など、一定の環境影響が生じ

ると予測される。 

また、工事中と同様に、生態系では、間接的影響の十分な予測

が困難であることや、改変の影響を受ける注目すべき種では代償

措置（工事中に行う特殊性の指標種であるｻｸﾗｿｳの移植等）を講じ

るなど、予測結果や環境保全措置の実効性の一部に不確実性が継

続すると考える。このため、存在・供用時においても事後調査に

より予測結果や環境保全措置の効果を検証する方針である。 

【存在・供用時】 
(2)地形改変等に伴
う生態系への影響 

・フェンスの配置の
工夫 

・シカの食害対策 

・植生の維持管理 
・移植地等の順応的

管理 

 

【存在・供用時】 
(1)環境に対する影響緩
和の観点 

事業の実施にあたっ
ては、事業者としてで
きる限り環境への影響

を緩和するため、左記
の環境保全措置を講じ
る計画であることか

ら、環境保全への配慮
が適正になされている
と評価する。 
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表1.5-1(16) 総合評価 

項目 現況調査結果 予測結果 環境保全措置 評価結果 

12 

 

景 

観 

(1)景観資源・構成要素 

計画地は佐久市の北部に位置する東部山地の南向斜面上に位
置し、比較的なだらかな傾斜となっている。計画地の南側には、
香坂川が西流しており、計画地の南側から南西側にかけて段丘

地形を形成している。標高は香坂川沿いの約850ｍから山地尾根
部の約1,250ｍの間にある。 

計画地の東側には妙義荒船佐久高原国定公園が広がり、また、

国定公園内の計画地の南東側に物見山が位置し、これらは「第
３回自然環境保全基礎調査－長野県自然環境情報図」による自
然景観資源として位置づけられている。 

計画地及びその周辺の主な土地利用は山林となっており、南
西側に上信越自動車道を隔てて東地地区（集落）の住宅、田畑
などがある。 

また、「佐久市の景観計画」によれば、計画地及びその周辺は
「沿道」、「田園」、「山地・高原」、「河川」に区分されている。 

 

(2)主要な眺望景観 
以下の地点で主要な眺望景観の状況を把握した。代表的に地点

①、③の状況を景観の変化とともに以下に示す。 
 

番
号 

区分 地点名 標高 
計画地との位置関係 

方位 距離 

① 

近景 

上信越自動車道 
（上り線） 

約920m 西南西 0.1km未満 

② 
上信越自動車道 
（下り線） 

約910m 南南東 0.1km未満 

③ 東地集落県道脇 約860m 南西 約0.3km 

④ 
中景 

香坂川左岸道路 約890m 南 約0.6km 

⑤ 香坂ダム左岸 約840m 西南西 約1.5km 

 
 

【工事中、存在・供用時】 

(1)景観資源及び構成要素の変化の程度又は消滅の有無 

計画地の約54haは山林景観を構成する一部となっているが、本

事業による樹木の伐採や土地造成、工作物の存在（太陽光パネル

等の存在）により計画地の約47％にあたる約25haが裸地・草地景

観や施設景観（太陽光パネル等の人工的景観）に変化すると予測

する。ただし、本事業では森林土壌を保全すべく極力伐根及び造

成を行わず、現況地形を活かす計画としており、景観の構成要素

に影響を及ぼすような地形の変化は小さいと予測する。 

なお、計画地の東側には妙義荒船佐久高原国定公園が広がるが、

本事業は国定公園を改変するものではない。 

 

(2)主要な眺望景観の変化の程度 

計画地の西側、東側及び南東側には尾根線や山体（高台的な場所）

があるが、尾根線等は施設用地（太陽光パネル用地）等から除く、あ

るいは尾根線等の内側を施設用地等とすることにより、尾根線付近の

残置森林による遮へい効果が得られるよう配慮している。加えて、斜

面上部の斜度の高い範囲は施設用地から除いている。 

また、本事業では森林土壌を保全すべく極力造成を行わず、現況地

形を活かす計画とし、地形面に沿って太陽光パネル等を設置すること

により、周辺の景観から突出しないよう配慮している。 

さらに、計画地の周囲や計画地南側の高速道路際、計画地内中腹部

等に残置森林(グリーンベルト)を確保し、高速道路(上信越自動車道)

やその周辺から計画地の施設用地(太陽光パネル用地)等が見えにく

いよう配慮している。 

ただし、№１・№３調整池周辺における計画地外周部の一部区間

（約90m）においては、残置森林（グリーンベルト）の確保が困難で

あり、高速道路走行中の助手席や後部座席から90度横を向いた際に概

ね4秒間（時速80km/h換算）施設用地（太陽光パネル用地）等が視認

され、影響が大きいと予測される。このため、№１・№３調整池の

築造区間においては、上信越自動車道の走行車両から太陽光パネ

ル等が視認されると予測されたため、「№１・№３調整池の北側に

おいて幅5～10ｍ、区間140ｍ程度の森林を存置する」保全措置を

講ずることとした。 

こうした配慮により、景観の構成要素に影響を及ぼすような地

形の変化は小さく、また、本事業による伐採等後に現れる裸地や

設置される太陽光パネル等の一部が視認されるものの、残置森林

等により太陽光パネル等の大部分は遮られるため、主要な眺望景

観の変化は小さいと予測する。 

 

【工事中、存在・供

用時】 
(1)景観資源及び構
成要素の変化の程

度又は消滅の有無 
(2)主要な眺望景観
の変化の程度 

・残置森林の適切な
維持管理 

・フェンスの色彩へ

の配慮 
・森林の存置（№１・

№３調整池北側） 

・低反射、低明度、
低彩度の太陽光パ
ネルの採用 

 

【工事中、存在・供用時】 

(1)環境に対する影響緩
和の観点 

工事・事業の実施に

あたっては、事業者と
してできる限り環境へ
の影響を緩和するた

め、左記の環境保全措
置を講じる計画である
ことから、環境保全へ

の配慮が適正になされ
ていると評価する。 

 
(2)環境保全のための目

標等との整合の観点 
予測項目において、

環境保全目標を満足す

ることから、環境保全
目標との整合は図られ
ていると評価する。 

 
[環境保全目標] 
・佐久市太陽光発電設備

の設置等に関するガ

イドラインに基づく

事業者が配慮すべき

事項を満足すること 
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表1.5-1(17) 総合評価 

項目 現況調査結果 予測結果 環境保全措置 評価結果 

12 

 

景 

観 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

地点①：現況(冬季)          供用後 

  

 

樹木の伐採や土地造成により山林の一部が消失

するが、残置森林を確保することによりパネル

の大部分は遮られ、主要な眺望景観の変化は小

さいと予測する。  

 

 
 

 

地点③：現況(冬季)         供用後 

  

 

樹木の伐採や土地造成により山林の一部が消失

するが、残置森林を確保することによりパネル

の大部分は遮られるため、主要な眺望景観の変

化は小さいと予測する。  

 

 

 

 

№１・№３調整池付近の森林の存置による施設用地の遮へい効果 

（点群データによるシミュレーション画像） 

  

環境保全措置を講じなかった場合のシ

ミュレーション 

環境保全措置を講じた場合のシミュレー

ション 

 

 

 

残置森林による施設用地の遮へい効果 

（点群データによるシミュレーション画像）（参考） 

  

残置森林を設けなかった場合のシミュ

レーション 

残置森林を設けた場合のシミュレー

ション 
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表1.5-1(18) 総合評価 

項目 現況調査結果 予測結果 環境保全措置 評価結果 

13 

 

触 

れ 

合 

い 

活 

動 

の 

場 

(1)触れ合い活動の場の分布、利用状況・資源状況・周辺環境

の情報 

①計画地内 

計画地内には通路、沢筋、落葉樹等が分布し、山歩き等ができる

状況であるが、現地踏査等の中では、利用者は見られなかった。 

計画地周辺の集落である香坂東地地区・西地地区の区長等への聞

き取りによると、計画地内では鳥獣被害防止の観点からの狩猟は行

われているが、双方の地区とも計画地内での活動等は行っていない

とのことであった。 

また、計画地内の西側の山体の頂部付近には「祠（ほこら）」が

あり、聞き取りによると、かつては農作業が終わった後などにお参

りをしていたとのことであった。なお、祠までの通路は見当たらず、

アクセスが容易な状況ではない。 

 

②河川（香坂川） 

計画地付近の状況は、河川沿いに遊歩道や親水空間は見られず、

河川内には落差工もあり、現地踏査等を行ってきた中では、沢登り

等の利用者は見られなかった。また、計画地の上流方面は渓流と

なっており、渓谷の景色を楽しめる空間となっているが、河川まで

のアクセス路は整備されておらず、アクセスが容易な状況ではな

い。 

佐久漁業協同組合（以下「漁協」という。）への聞き取りによる

と、計画地付近の香坂川では、夏から秋にかけて釣りを楽しんでい

ただくため、春にイワナやヤマメの放流を行っており、秋口には産

卵床も作っているとのことであった。また、香坂川は岩が多い川で

あり、釣り人は魚のスポットを探して釣りを楽しめる隠れた人気の

スポットであるとのことであった。釣り人は、計画地付近から計画

地内南東部の既設発電所東側の通路を利用して香坂川にアクセス

している方が多いとのことであった。 

 
 

 

【工事中】 

(1)工事用車両の通行及び送電線(地下埋設)の設置に伴う利用性の変化の程度 

触れ合い活動の場へのアクセス路となる県道138号香坂中込線につい

て、東地集落付近の地点の将来交通量は、工事関係者の通勤車両（小型

車）の走行台数が最大となる７時台で38台/時、資材等の運搬車両（大

型車）が最大となる10時台で26台/時であり、平均すると1.5分～2分程

度に１台が走行できることから、通行は十分に可能であると予測する。 

 

(2)触れ合い活動の場の改変の程度 

計画地内は現在、触れ合い活動の場としてほぼ利用されていないと考

えられる。また、本事業では、計画地内の祠について、信仰の対象に配

慮し、改変の範囲を調整することにより現在の位置に存置する計画とし

ている。 

以上のことから、土地造成等による触れ合い活動の場の改変による影

響は小さいと予測する。 

 

(3)触れ合い活動の場の快適性の変化の程度 

①計画地内 

計画地内は現在、触れ合い活動の場としてほぼ利用されていないと

考えられる。また、計画地内の祠については、計画地内西側に確保す

る残置森林内に存置することから、工事中には建設機械の稼働による

騒音等は生じるものの、工事中においても西側残置森林を通って祠へ

のアクセスは可能な状況となる。 

以上のことから、土地造成等による触れ合い活動の場の利用への影

響は小さいと予測する。 

 

②河川（香坂川） 

本事業では、土地造成等による香坂川の水質及び流量への影響を低

減するため、適切な濁水防止対策を講じる計画とし、森林土壌の保全

を図り、加えて、パネル用地等に設置する排水溝等に雨水浸透施設を

設置する計画である。 

その他、工事中には建設機械の稼働による騒音等により、香坂川の

釣り場に影響を及ぼす可能性があるが、香坂川が計画地と最も近接す

る区間においては残置森林と合わせ計画地と香坂川の間に約80ｍの

樹林が確保され、香坂川は渓谷を流れており計画地と香坂川の高低差

が約40ｍあることから、建設機械の稼働による香坂川への騒音等の影

響は低減されると考えられる。 

以上のように、土地造成等による香坂川の水質や流量への影響は極

力低減され、工事による騒音等への影響も低減されることから、触れ

合い活動の場の利用への影響は小さいと予測する。 

 

【工事中】 

(1)工事用車両の通

行及び送電線（地下

埋設）の設置に伴う

利用性の変化の程

度 

・工事用車両の計画

的・効率的な運行

管理 

・送電線の地下埋設

工事の安全確保、

円滑な交通誘導 

 

(2)触れ合い活動の

場の改変の程度 

(3) 触れ合い活動の

場の快適性の変化

の程度 

・残置森林の適切な

維持管理 

・建設機械による排

出ガス、騒音・振

動の低減に係る措

置 

【工事中】 

(1)環境に対する影響緩
和の観点 

工事の実施にあたっ

ては、事業者としてで
きる限り環境への影響
を緩和するため、左記

の環境保全措置を講じ
る計画であることか
ら、環境保全への配慮

が適正になされている
と評価する。 
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表1.5-1(19) 総合評価 

項

目 

現況調査結果 予測結果 環境保全措置 評価結果 

13 

 

触 

れ 

合 

い 

活 

動 

の 

場 

③妙義荒船佐久高原国定公園（以下「国定公園」という。） 
「妙義荒船佐久高原国定公園区域及び公園計画図」によると、計

画地北側の御代田町との市・町界の尾根沿いと南側の計画地境界沿

いに、国定公園へ向かう「歩道」が位置づけられている。北側の尾
根沿いの歩道については、ササが繁茂している区間もあり、容易に
歩行できる状況ではなかった。なお、尾根沿いは急峻な斜面となっ

ており、計画地内から尾根沿いの歩道へのアクセスは困難な状況で
ある。南側の計画地境界沿いの歩道については、歩行できるルート
はあるものの、現地踏査や平成29年４月から令和３年８月にわたっ

て「動物、植物」等の現地調査を行ってきた中では、山歩き等の利
用者は見られなかった。なお、南側の計画地境界沿いの歩道の起点
付近については、歩道を覆うように高径の草が繁茂しており、歩行

できる状況ではなかった。また、計画地が国定公園に最も近接して
いるのは計画地内北東部であり、その東側約100ｍ以東は国定公園
の区域となっているが、この付近の国定公園内に歩道は位置づけら

れていなかった。 
国定公園内には登山道や林道があるが、長野県佐久地域振興局へ

の聞き取りによると、登山道は軽井沢町が維持管理を行い、林道は

各市町村が維持管理を行っているとのことであった。佐久市公園緑
地課への聞き取りによると、７～８月頃に林道の草刈りを２団体が
年１回別々の場所で実施しているとのことであり、１団体は兜岩山

付近の御岳～荒船不動の林道を、もう１団体は八風山登山口付近か
ら田口峠までの林道を草刈りしているとのことであった。いずれの
林道とも計画地から２km以遠の群馬県境付近の林道における草刈

りであり、計画地付近では国定公園内の歩道の草刈りは行われてい
なかった。 
国定公園内には、計画地東側の群馬県境付近に登山道（計画地東

北東側約２km付近に八風山登山口がある）や計画地南東側約4.5km
付近に内山牧場キャンプ場といった観光スポットがある。計画地南
側を通る県道138号香坂中込線や県道から続く計画地内を通る市道

は、計画地東側約1.8km付近で国定公園内を通る妙義・荒船林道（冬
季は閉鎖）に接続しており、登山道の入口となる八風山登山口や内
山牧場キャンプ場といった観光スポットへのアクセス可能ルート

となっている。なお、内山牧場キャンプ場やその周辺の観光スポッ
トへのアクセスルートについては、計画地南側約2.5km付近を通る
県道44号下仁田浅香線が主要なアクセスルートになっていると考

えられる。なお、平成29年11月７日(火)７時～11月８日(水)７時に
実施した交通量調査においては、県道138号香坂中込線（東地集落
付近）で167台/日、計画地内の市道で40台/日であったが、季節を

通じて顕著な変動はない印象である。 
 

【工事中】 
③国定公園 

本事業では、建設機械の稼働による騒音等により、計画地南側境界沿い

に位置する国定公園へ向かう歩道の利用者に影響を及ぼす可能性がある
が、前述のとおり利用者は少ないと考えられる。なお、歩道が近接する計
画地南東側境界沿いの区間においては、計画地境界沿いに約30ｍの残置森

林が確保されることから、歩道脇の樹林環境は維持される。 
以上のことから、土地造成等による触れ合い活動の場の利用への影響は

小さいと予測する。 

－ － 

【存在・供用時】 
(4)触れ合い活動の場の快適性の変化の程度 
①計画地内 

計画地内は現在、触れ合い活動の場としてほぼ利用されていないと考え
られるが、計画地西側から計画地内へ続く通路を現状とほぼ同じ位置に付
替道路等として確保し、計画地内西側の樹林や中央部の沢筋付近を残置森

林として確保することにより、通路沿いの樹林の一部や沢筋の環境を維持
する。また、計画地内の祠については、計画地内西側に確保する残置森林
内に存置することから、供用時には設備機器の稼働による騒音等は生じる

ものの、供用時においても西側残置森林を通って祠へのアクセスは可能な
状況となる。 

以上のことから、地形改変、工作物の存在等による触れ合い活動の場の

利用への影響は小さいと予測する。 
 

②河川（香坂川） 
本事業では、地形改変や樹木伐採後の状態等による香坂川の水質への影

響を低減するため、各流域の下流側に調整池を配置し、土粒子等を沈降さ
せ、放流量を調整した後、下流水路を経て香坂川に放流する計画である。
また、森林土壌の保全を図り、加えて、パネル用地等に設置する排水溝等

に雨水浸透施設を設置する計画である。 
その他、供用時には設備機器の稼働による騒音等により、香坂川の釣り

場に影響を及ぼす可能性があるが、計画地内に設置する設備機器と香坂川

との距離は300ｍ程度確保されており、さらに計画地境界沿いには残置森
林が確保されることから、設備機器の稼働による香坂川への騒音等の影響
は十分に低減されると考えられる。 

以上のように、地形改変や樹木伐採後の状態等による香坂川の水質や流
量への影響は極力低減され、供用による騒音等への影響も十分に低減され
ることから、触れ合い活動の場の利用への影響は小さいと予測する。 

 
③国定公園 

歩道が近接する計画地南東側境界沿いの区間においては、計画地境界沿
いに約30ｍの残置森林が確保されることから、歩道脇の樹林環境は維持さ

れ、また、計画地内に設置する設備機器と歩道との距離は200ｍ程度確保
されており、さらに計画地境界沿いには残置森林が確保されることから、
設備機器の稼働による歩道への騒音等の影響は十分に低減されると考え

られる。 
以上のことから、地形改変や樹木伐採後の状態等、騒音等の発生による

触れ合い活動の場の利用への影響は小さいと予測する。 

【存在・供用時】 
(4)触れ合い活動の
場の快適性の変化

の程度 
・残置森林の適切な

維持管理 

・設備機器による騒
音・振動の低減に
係る措置 

 

【存在・供用時】 
(1)環境に対する影響
緩和の観点 

事 業 の 実 施 に あ
たっては、事業者と
してできる限り環境

への影響を緩和する
ため、左記の環境保
全措置を講じる計画

であることから、環
境保全への配慮が適
正になされていると

評価する。 
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表1.5-1(20) 総合評価 

項目 現況調査結果 予測結果 環境保全措置 評価結果 

14 

 

文 

化 

財 

(1)埋蔵文化財 

佐久市教育委員会への聞き取り調査の結果、計画地内には

五斗代遺跡群、東城戸平遺跡、木戸平遺跡といった周知の埋

蔵文化財包蔵地が分布している。 

令和元年12月10日実施の第１回試掘調査では、佐久市教育

委員会立会いのもと、当時の計画で計６ヶ所あった調整池予

定地を中心に埋蔵文化財包蔵地の位置、範囲、地形、地質に

ついて現地を確認し、一部の調整池予定地（現計画の№８調

整池を含む範囲）について試掘調査を１地点で実施した。 

令和２年４月３日付け試掘等調査の結果について（届出）

では、佐久市教育委員会より、遺構・遺物は発見されず、本

調査の必要はなしとの報告を受け、今後は造成工事の際に工

事立会を行うよう指導をいただいた。 

その後、造成計画や調整池計画の変更があったため、令和

３年９月17日に変更計画全体に対する聞き取り調査を再実

施し、令和３年10月20日から27日の間に佐久市教育委員会立

会いのもと第２回試掘調査を４地点（①～④）で実施した。 

令和３年11月１日付け試掘等調査の結果について(通知)

では、試掘確認①地点の№１調整池予定地の表層部より、縄

文土器片が１片出土したのみであったため、佐久市教育委員

会より本調査は行わず工事立会を行うよう指導をいただい

た。 

また、試掘確認④地点の切土部では縄文時代の落とし穴と

考えられる遺構が４基発見されたため、佐久市教育委員会と

の文化財保護協議の結果、表層50cm厚程度の鋤取りにとど

め、30cm厚以上の保護層を設ける計画に変更することで、本

調査は行わず状況確認のための工事立会を行うよう指導を

いただいた。 

なお、試掘確認②・③の№４調整池予定地では、遺構・遺

跡は発見されなかった。 

 

【工事中】 

(1)埋蔵文化財への影響の程度 

計画地全域を対象とした佐久市教育委員会による二度にわたる

現地踏査の結果、その地形、地質、工事による土地改変度合を鑑

みながら立会のもと試掘調査を実施した。 

試掘調査地点は、計５か所となった。佐久市教育委員会による

試掘等調査の結果報告では、何れの試掘調査地点とも前述のとお

り本調査は行わず、状況確認のため工事立会を実施する指導をい

ただいた。 

そのうち試掘確認地点④については、切土予定地の地表下80

～100㎝のローム層に縄文時代の落とし穴の遺構が認められたこ

とで、その対策として鋤取り程度の改変に止め、保護層を保全す

る措置を講ずるという協議の結果を踏まえた工事立会という指導

をいただくに至った。 

佐久市教育委員会による現地調査では、試掘調査までは行わず

とも施工段階では工事立会を行うこととする箇所・範囲の指定を

受けており、また新たな埋蔵文化財等を確認した場合には遅滞な

く報告するなど、適切な対応を行う。 

 

本事業では、工事の実施にあたって、切土・盛土面積の縮小、

切土高・盛土高の抑制、樹木の伐根を極力抑制するといった計画

としている。また、この計画に基づき佐久市教育委員会による試

掘調査が行われ、その結果、佐久市教育委員会の指導を踏まえ遺

構が確認された一部の切土予定地は切土厚を縮小し鋤取りにとど

める計画としている。今後の対応について、佐久市教育委員会に

よる試掘等調査の結果報告では、何れの試掘調査地点とも本調査

は行わず、状況確認のため工事立会を実施する指導をいただいて

いる。 

以上のように、本事業では試掘調査結果や佐久市教育委員会の

指導を踏まえた土地造成等を計画しており、今後の対応について

も佐久市教育委員会と協議を行っていることから、現時点におい

て埋蔵文化財への影響はほぼないものと予測する。 

 

【工事中】 

(1)埋蔵文化財への

影響の程度 

・佐久市教育委員会

との協議を踏まえ

た適切な対応 

 

【工事中】 

(1)環境に対する影響緩

和の観点 

工事の実施にあたっ

て、切土・盛土面積の

縮小、切土高・盛土高

の抑制、樹木の伐根を

極力抑制するといった

計画としている。 

これらに加え、でき

る限り環境への影響を

低減するため「佐久市

教育委員会との協議を

踏まえた適切な対応」

といった環境保全措置

を講じる計画である。 

以上のことから土地

改変による埋蔵文化財

への影響については、

事業者の実施可能な範

囲内でできる限り低減

され、環境保全への配

慮がなされていると評

価する。 
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表1.5-1(21) 総合評価 

項目 現況調査結果 予測結果 環境保全措置 評価結果 

15 

 

廃 

棄 

物 

等 

 

廃棄物等に
関する現況調
査は行ってい

ない。 

【工事中】 

(1)廃棄物等の発生量及びリサイクル等の状況（既設発電所撤去工事に伴う使用済み太陽光パネル等） 

本事業では、撤去後に太陽光パネルを廃棄せず、売却しリユースすることで環境負荷の低減に努める。

また、既設発電所で利用された架台・杭の単管、メッシュフェンス・鉄条網フェンス・パワーコンディ

ショナについては事業者グループでリユースする。 

撤去工事に伴う使用済み太陽光パネル等の発生量は471.8ｔ、リユース・リサイクルによる再資源化量

は471.8ｔ（再資源化率100％）と予測する。 

 

予測結果 
環境保全目標 

項目 発生量 再資源化率 

既存の使用済み

太陽光パネル等 
471.8ｔ 100％ 

「建設リサイクル推進計画2020」に基づく令和６年度の達

成基準値を満足すること（建設廃棄物全体の再資源化率の

達成基準値：98％以上） 

 

(2)廃棄物等の発生量及びリサイクル等の状況（伐採木、建設に伴う産業廃棄物） 

①伐採木の発生量及びリサイクル等の状況 

伐採木の発生量は12,299t、再資源化量は有価売却及び計画地内利用（チップ敷き均し利用）によ

り12,299t（再資源化率は100％）と予測する。 

 

②建設に伴う産業廃棄物の発生量及びリサイクル等の状況 

本事業では、運搬業者の持ち帰りによる再利用及び許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託し、中間処

理等による再資源化を行う。 

建設に伴う産業廃棄物の発生量は726t、中間処理等による再資源化量は711t（再資源化率は98％）と予

測する。 

なお、再資源化できないものは専門業者に委託し、適切に処理する。 

 

予測結果 
環境保全目標 

項目 発生量 再資源化率 

伐採木 12,999ｔ 100％ 「建設リサイクル推進計画2020」に基づく令和６年度の達

成基準値を満足すること（建設廃棄物全体の再資源化率の

達成基準値：98％以上） 
建設廃棄物 726ｔ 98％ 

 

 

【工事中】 

(1)廃棄物等の発生

量及びリサイクル

等の状況（既設発

電所撤去工事に伴

う使用済み太陽光

パネル等） 

・既設発電所撤去工

事に伴う使用済

み太陽光パネル

等の再資源化 

 

(2)廃棄物等の発生

量及びリサイクル

等の状況（伐採木、

建設に伴う産業廃

棄物） 

・伐採木の再資源化 

・建設に伴う産業廃

棄物（太陽光パネ

ル等の梱包材等）

の再資源化 

 

【工事中】 

(1)環境に対する影響緩和の観点 

工事の実施にあたっては、事

業者としてできる限り環境への

影響を緩和するため、左記の環

境保全措置を講じる計画である

ことから、環境保全への配慮が

適正になされていると評価す

る。 

 

(2)環境保全のための目標等との

整合の観点 

予測項目において、環境保全

目標を満足することから、環境

保全目標との整合は図られてい

ると評価する。 

 

[環境保全目標] 

・「建設リサイクル推進計画2020」

に基づく令和６年度（2024年

度）の達成基準値を満足するこ

と 
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表1.5-1(22) 総合評価 

項目 現況調査結果 予測結果 環境保全措置 評価結果 

15 

 

廃 

棄 

物 

等 

（前頁のとお

り） 

【存在・供用時】 

(3)廃棄物等の発生量及びリサイクル等の状況（交換による太陽光パネル等、調整池から発生する浚渫土砂） 

本事業では、破損等による交換後の太陽光パネルは、太陽光パネルの処理を行う業者に依頼し、金属や

ガラスなどの素材ごとに分離し、それぞれ素材として再資源化することで環境負荷が低減すると予測する。

また、太陽光発電所で利用された架台（アルミ製）、杭（鋼管、モルタル）は事業者グループの実績に基づ

き、期間内における交換・廃棄は行われないと予測し、パワーコンディショナ、変圧設備といった設備は、

部品の交換による設備としての長期利用を行い、交換・廃棄の対象となる部品は適切に処理する。 

使用済み太陽光パネル等の発生量は22.0ｔ、再資源化量は20.1ｔ（再資源化率91％）と予測する。 

 

予測結果 
環境保全目標 

項目 発生量 再資源化率 

交換・廃棄時の

使 用 済 み 太 陽

光パネル等 

22ｔ 91％ 

「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドラ

イン（第二版）」を踏まえ、太陽光パネル等の再資源化（リ

ユース・リサイクル）を図ること（自主目標値：再資源化

率90％以上） 

 
 

【存在・供用時】 

(3)廃棄物等の発生

量及びリサイクル

等の状況（交換に

よる太陽光パネル

等）  

・太陽光発電所の使

用済み太陽光パ

ネル等の再資源

化 

 

【存在・供用時】 

(1)環境に対する影響緩和の観点 

事業の実施にあたっては、事

業者としてできる限り環境への

影響を緩和するため、左記の環

境保全措置を講じる計画である

ことから、環境保全への配慮が

適正になされていると評価す

る。 

 

(2)環境保全のための目標等との

整合の観点 

予測項目において、環境保全

目標を満足することから、環境

保全目標との整合は図られてい

ると評価する。 

 

[環境保全目標] 

・「太陽光発電設備のリサイクル

等の推進に向けたガイドライン

（第二版）」（平成30年、環境省 環

境再生・資源循環局 総務課 リサ

イクル推進室）を踏まえ、太陽光

パネル等の再資源化（リユース・

リサイクル）を図ること 
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表1.5-1(23) 総合評価 

項目 現況調査結果 予測結果 環境保全措置 評価結果 

16 

 

温 

室 

効 

果 

ガ 

ス 

等 

 

温室効果ガス等に関する現況調査は行っていな
い。 

【工事中】 

(1)温室効果ガスの排出量 

伐採に伴うCO2排出量は、樹木由来が15,898t-CO2、土壌由来が1,875t-CO2、

総量が17,773t-CO2と予測する。 

また、伐採に伴うCO2吸収量の減少量は、427t-CO2/年と予測する。 

 

【工事中】 

(1)温室効果ガスの
排出量 

・伐採木の再資源化 

 

【工事中、存在・供用時】 

(1)環境に対する影響緩
和の観点 

工事の実施にあたっ

ては、事業者としてで
きる限り環境への影響
を緩和するため、左記

の環境保全措置を講じ
る計画であることか
ら、環境保全への配慮

が適正になされている
と評価する。 

 

(2)環境保全のための目
標等との整合の観点 

予測項目において、

環境保全目標を満足す
ることから、環境保全
目標との整合は図られ

ていると評価する。 
 
[環境保全目標] 

・「長野県ゼロカーボン
戦略」（令和３年６月、
長野県）に掲げられて

いる数値目標に寄与
すること 

 

【存在・供用時】 

(2)温室効果ガスの排出量 

太陽光発電によるCO2の排出削減量は、18,177t-CO2/年と予測する。 

また、新規植栽によるCO2の吸収・固定量は、27t-CO2/年と予測する。 

 

事業実施によるCO2の収支を算定すると、伐採によるCO2排出量が17,773t-CO2、C

O2吸収量の減少量が15年間では6,405t-CO2、太陽光発電によるCO2排出削減量が15

年間では272,655t-CO2、新規植栽等によるCO2吸収・固定量が15年間では405t-CO2
となり、工事中から供用後15年間では248,882t-CO2のCO2削減となる。 

 

工事中及び存在・供用による温室効果ガス等の収支 
予測結果（t-CO2）

注1) 
環境保全目標 

項目 工事中 

存在・供用時 事業期間

中のCO2排

出量等 
年間 15年間注2)  

伐採による

CO2排出量 
↑17,773 － － ↑17,773 「長野県ゼロカー

ボン戦略」（令和３

年６月、長野県）に

掲げられている数

値目標に寄与する

こと 

（二酸化炭素を含

む温室効果ガス正

味排出量を2030年

度 に 基 準 年 度

（2010年度）比６

割減、2050年度にゼ

ロを目指す） 

伐採による

CO2吸収量の

減少量 

－ ↑427 ↑6,405 ↑6,405 

太陽光発電

によるCO2排

出削減量 

－ ↓18,177 ↓272,655 ↓272,655 

新規植栽等

によるCO2吸

収・固定量 

－ ↓27 ↓405 ↓405 

事業実施に

よるCO2収支 
↑17,773 ↓17,777 ↓266,655 ↓248,882 

注 1)赤字は CO2 の排出、青字は CO2 の排出削減または吸収・固定を示す。 

注2)事業実施によるCO2の収支を算定するうえで、事業期間は15年間と想定した。 
 

 

【存在・供用時】 
(2)温室効果ガスの

排出量 
・太陽光発電施設の

適切な維持管理 
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表1.5-1(24) 総合評価 

項目 現況調査結果 予測結果 環境保全措置 評価結果 

17 

 

電 

波 

障 

害 

(1)調査結果 

計画地南西側に位置する東地地区の集落には、約70世帯の

住居や東地文化センター等の集会施設等が存在している。こ

れらの住居や集会施設等では、テレビ放送及びラジオ放送の

受信が可能である。また、計画地直近の住居等は集落の集会

施設である東地文化センターであり、計画地境界から約280

ｍに位置している。 

ただし、東地地区のテレビ放送の受信実態については、共

同アンテナにより受信しているものの、アンテナの老朽化に

伴い令和４年４月から順次ケーブルテレビへ全戸移行する

と東地地区からお話を伺っている。 

東地地区で受信可能なテレビ放送（地上デジタル放送）及

びラジオ放送の周波数帯は、テレビ放送（地上デジタル放送）

が473～503MHz、ラジオ放送のＡＭ放送が819～1602kHz、Ｆ

Ｍ放送が76～92.2MHzである。 

 

【存在・供用時】 

(1)パワーコンディショナ等の稼働によるテレビ放送等の受信障害

の程度 

予測地点（東地文化センター）におけるラジオＦＭ放送帯域及

びテレビ放送帯域の電界強度は十分に低減されており、受信障害

を引き起こすレベルではないと予測する。また、予測地域のテレ

ビ放送の受信はケーブルテレビにより行われる予定のため、受信

障害を引き起こすことはないと予測する。 

予測地点におけるラジオＡＭ放送帯域の電界強度は52dBμV/ｍ

であり、これに対し、ＡＭ放送受信地域におけるＡＭラジオ放送

帯域の電界強度は約80dBμV/ｍであることから、Ｓ/Ｎ比は23

～28dBμV/ｍとなり、ほぼ受信障害は感じられないレベルである

と予測する。 

 

【存在・供用時】 

(1)パワーコンディ

ショナ等の稼働に

よるテレビ放送等

の受信障害の程度 

・ パ ワ ー コ ン デ ィ

ショナ等の配置の

配慮（集落との離

隔距離の確保） 

・定期的な保守点検

の実施 

・受信障害時の対応 

 

 

【存在・供用時】 

(1)環境に対する影響緩

和の観点 

事業の実施にあたっ

ては、事業者としてで

きる限り環境への影響

を緩和するため、左記

の環境保全措置を講じ

る計画であることか

ら、環境保全への配慮

が適正になされている

と評価する。 

 

18 

 

光 

害 

(1)調査結果 

反射光の現況調査は、太陽光パネルによる反射光の影響を

考慮して、計画地南側に近接する高速道路（上信越自動車道）

の上り線・下り線に各３地点で行った。 

調査時点において、計画地方向に特に反射光の要因となる

構造物等は見られなかった。 

 

【存在・供用時】 

(1)太陽光パネルによる反射光の影響の程度 

予測地点（残置森林が確保されていない№１調整池南側付近）

においては、近傍に配置するパネルの影響により、夏至の６時前

後に30分程度反射光が生じると予測する。また、夏至の他の予測

時間帯においては、予測地点に反射光は生じないと予測する。 

なお、参考として、冬至、春分、秋分における反射光の状況も

確認したが、予測地点に反射光が生じる時間帯はなかった。 

 

【存在・供用時】 

(1)太陽光パネルに

よる反射光の影響

の程度 

・残置森林の適切な

維持管理 

・低反射の太陽光パ

ネルの採用 

・森林の存置（№１・

№３調整池北側） 
 

 

 

【存在・供用時】 

(1)環境に対する影響緩

和の観点 

事業の実施にあたっ

ては、事業者としてで

きる限り環境への影響

を緩和するため、左記

の環境保全措置を講じ

る計画であることか

ら、環境保全への配慮

が適正になされている

と評価する。 

 

 



 

 

 


